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東久留米市 



 



 

令和８年第２回市議会定例会提出議案 

議案 

番号 
件    名 

付託 

委員会 

３１ 東久留米市農業委員会委員の任命について  

３２ 東久留米市農業委員会委員の任命について  

３３ 東久留米市農業委員会委員の任命について  

３４ 東久留米市農業委員会委員の任命について  

３５ 東久留米市農業委員会委員の任命について  

３６ 東久留米市農業委員会委員の任命について  

３７ 東久留米市農業委員会委員の任命について  

３８ 東久留米市農業委員会委員の任命について  

３９ 東久留米市農業委員会委員の任命について  

４０ 東久留米市農業委員会委員の任命について  

４１ 東久留米市農業委員会委員の任命について  

４２ 東久留米市農業委員会委員の任命について  

４３ 東久留米市農業委員会委員の任命について  

４４ 東久留米市農業委員会委員の任命について  

４５ 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて  

４６ 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて  

４７ 専決処分（東久留米市税条例の一部を改正する条例）の承認について  

４８ 
専決処分（東久留米市都市計画税条例の一部を改正する条例）の承認

について 
 



 

４９ 
専決処分（東久留米市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一

部を改正する条例）の承認について 
 

５０ 東久留米市立公園条例の一部を改正する条例  

５１ 令和８年度東久留米市一般会計補正予算（第２号）  

５２ 東久留米市税条例の一部を改正する条例  

５３ 
東久留米市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正

する条例 
 

５４ 東久留米市介護保険条例の一部を改正する条例  

５５ 東久留米市国民健康保険税条例の一部を改正する条例   

５６ 
東久留米市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担

に関する条例の一部を改正する条例 
 

５７ 東久留米市立公園条例の一部を改正する条例  

５８ 東久留米市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例  

５９ 令和８年度東久留米市一般会計補正予算（第３号）  

６０ 令和８年度東久留米市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）  

６１ 令和８年度東久留米市介護保険特別会計補正予算（第１号）  



議案第３１号 

 

東久留米市農業委員会委員の任命について 

 

東久留米市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭

和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和８年６月４日提出 

 

東久留米市長 富 田 竜 馬 

 

記 

 

住  所  東京都東久留米市南町 

 

氏  名  村
むら

 野
の

  清
きよし

 

 

年  齢  ６２歳 

 

経  歴  昭和５９年 ３月 国土建設学院造園科卒業 

昭和５９年 ４月 株式会社小金井園入社 

平成 元年 ３月 株式会社小金井園退職 

平成 元年 ４月 就農 現在に至る 

令和 ２年 ７月 東久留米市農業委員会委員 現在に至る 

 

 

（提案理由） 

東久留米市農業委員会委員の任期満了に伴い、新たに委員を任命する必要がある。 

 



 



議案第３２号 

 

東久留米市農業委員会委員の任命について 

 

東久留米市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭

和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和８年６月４日提出 

 

東久留米市長 富 田 竜 馬 

 

記 

 

住  所  東京都東久留米市幸町 

 

氏  名  松
まつ

 本
もと

 正
しょう

 一
いち

 

 

年  齢  ７０歳 

 

経  歴  昭和５３年 ３月 日本大学農獣医学部（現：生物資源科学部）卒業 

      昭和５３年 ４月 株式会社和計画コンサルタント入社 

      昭和５５年 ３月 株式会社和計画コンサルタント退職 

      昭和５５年 ４月 新座市役所入庁 

      平成２９年 ３月 新座市役所退職 

      平成２９年 ４月 就農 現在に至る 

      令和 ５年 ７月 東久留米市農業委員会委員 現在に至る 

 

 

（提案理由） 

東久留米市農業委員会委員の任期満了に伴い、新たに委員を任命する必要がある。 

 



 



議案第３３号 

 

東久留米市農業委員会委員の任命について 

 

東久留米市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭

和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和８年６月４日提出 

 

東久留米市長 富 田 竜 馬 

 

記 

 

住  所  東京都東久留米市中央町 

 

氏  名  吉
よし

 田
だ

  勇
いさむ

 

 

年  齢  ６４歳 

 

経  歴  昭和５５年 ３月 東京都立小金井工業高等学校卒業 

昭和５５年 ４月 杉並電機株式会社入社 

昭和６０年１０月 杉並電機株式会社退職 

昭和６２年 ２月 ワイエイシイ株式会社入社 

平成 ６年１０月 ワイエイシイ株式会社退職 

平成 ７年 ４月 就農 現在に至る 

令和 ５年 ７月 東久留米市農業委員会委員 現在に至る 

 

 

（提案理由） 

東久留米市農業委員会委員の任期満了に伴い、新たに委員を任命する必要がある。 

 



 



 

 

議案第３４号 

 

東久留米市農業委員会委員の任命について 

 

東久留米市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭

和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和８年６月４日提出 

 

東久留米市長 富 田 竜 馬 

 

記 

 

住  所  東京都東久留米市神宝町 

 

氏  名  並
なみ

 木
き

  隆
たかし

 

 

年  齢  ６０歳 

 

経  歴  昭和６１年 ３月 育英工業高等専門学校（現：サレジオ工業高等専門学校）

卒業 

      昭和６１年 ４月 クノー工業株式会社入社 

      平成 ３年 ３月 クノー工業株式会社退職 

平成 ３年 ４月 フィアロスペース株式会社入社 

      平成 ４年 ３月 フィアロスペース株式会社退職 

平成 ４年 ４月 並木土木入社 現在に至る 

令和 ５年 ７月 東久留米市農業委員会委員 現在に至る 

 

 

（提案理由） 

東久留米市農業委員会委員の任期満了に伴い、新たに委員を任命する必要がある。 

 



 



議案第３５号 

 

東久留米市農業委員会委員の任命について 

 

東久留米市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭

和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和８年６月４日提出 

 

東久留米市長 富 田 竜 馬 

 

記 

 

住  所  東京都東久留米市下里 

 

氏  名  岸
きし

  良
よし

 晴
はる

 

 

年  齢  ６１歳 

 

経  歴  昭和６３年 ３月 明星大学人文学部卒業 

昭和６３年 ４月 就農 現在に至る 

令和 ５年 ７月 東久留米市農業委員会委員 現在に至る 

 

 

（提案理由） 

東久留米市農業委員会委員の任期満了に伴い、新たに委員を任命する必要がある。 

 



 



議案第３６号 

 

東久留米市農業委員会委員の任命について 

 

東久留米市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭

和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和８年６月４日提出 

 

東久留米市長 富 田 竜 馬 

 

記 

 

住  所  東京都東久留米市南沢 

 

氏  名  篠
しの

 宮
みや

 泰
やす

 則
のり

 

 

年  齢  ５９歳 

 

経  歴  昭和６３年 ３月 国土建設学院造園緑地工学科卒業 

昭和６３年 ４月 就農 現在に至る 

令和 ５年 ７月 東久留米市農業委員会委員 現在に至る 

 

 

（提案理由） 

東久留米市農業委員会委員の任期満了に伴い、新たに委員を任命する必要がある。 

 

 



 



議案第３７号 

 

東久留米市農業委員会委員の任命について 

 

東久留米市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭

和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和８年６月４日提出 

 

東久留米市長 富 田 竜 馬 

 

記 

 

住  所  東京都東久留米市東本町 

 

氏  名  野
の

 島
じま

 孝
たか

 宏
ひろ

 

 

年  齢  ５５歳 

 

経  歴  平成 元年 ３月 西武台高等学校卒業 

平成 元年 ４月 鈴木電業株式会社入社 

平成 ３年１２月 鈴木電業株式会社退職 

平成 ４年 １月 小松運輸株式会社入社 

平成 ７年 ７月 小松運輸株式会社退職 

平成 ７年 ８月 就農 現在に至る 

令和 ５年 ７月 東久留米市農業委員会委員 現在に至る 

 

 

（提案理由） 

東久留米市農業委員会委員の任期満了に伴い、新たに委員を任命する必要がある。 

 

 



 



議案第３８号 

 

東久留米市農業委員会委員の任命について 

 

東久留米市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭

和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和８年６月４日提出 

 

東久留米市長 富 田 竜 馬 

 

記 

 

住  所  東京都東久留米市中央町 

 

氏  名  髙
たか

 𫞏
はし

 圭
けい

 一
いち

 

 

年  齢  ６８歳 

 

経  歴  昭和５１年 ３月 東京都立小金井工業高等学校卒業 

昭和５１年 ４月 日都産業株式会社入社 

平成１６年 ４月 就農 現在に至る 

平成３０年 ３月 日都産業株式会社退職 

令和 ５年 ７月 東久留米市農業委員会委員 現在に至る 

 

 

（提案理由） 

東久留米市農業委員会委員の任期満了に伴い、新たに委員を任命する必要がある。 

 

 



 



議案第３９号 

 

東久留米市農業委員会委員の任命について 

 

東久留米市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭

和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和８年６月４日提出 

 

東久留米市長 富 田 竜 馬 

 

記 

 

住  所  東京都東久留米市金山町 

 

氏  名  吉
よし

 㚖
ざわ

  努
つとむ

 

 

年  齢  ６５歳 

 

経  歴  昭和６０年 ３月 京都大学大学院農学研究科畜産学専攻修士課程修了 

      昭和６２年 ４月 農林水産省入省 

      令和 ３年 ３月 農林水産省退職 

      令和 ５年 ７月 東久留米市農業委員会委員 現在に至る 

 

 

（提案理由） 

東久留米市農業委員会委員の任期満了に伴い、新たに委員を任命する必要がある。 

 



 



議案第４０号 

 

東久留米市農業委員会委員の任命について 

 

東久留米市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭

和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和８年６月４日提出 

 

東久留米市長 富 田 竜 馬 

 

記 

 

住 所  東京都東久留米市小山 

 

氏 名  髙
たか

 𫞏
はし

 広 一
ひろ  かず

 

 

年 齢  ５７歳 

 

経 歴  平成 元年 ３月 越生工業技術専門学校卒業 

     平成 元年 ４月 トヨタカローラ新埼玉株式会社入社 

平成 ３年 ９月 トヨタカローラ新埼玉株式会社退社 

平成 ４年 ４月 株式会社テクニカ入社 

平成１７年 ５月 株式会社テクニカ退社 

平成１７年 ５月 就農 現在に至る 

 

 

（提案理由） 

東久留米市農業委員会委員の任期満了に伴い、新たに委員を任命する必要がある。 

 



 



議案第４１号 

 

東久留米市農業委員会委員の任命について 

 

東久留米市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭

和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和８年６月４日提出 

 

東久留米市長 富 田 竜 馬 

 

記 

 

住 所  東京都東久留米市新川町 

 

氏 名  町 田
ま ち  だ

 毅
たけし

 

 

年 齢  ６１歳 

 

経 歴  昭和５８年 ３月 日大桜丘高校卒業 

昭和６２年 ３月 日本大学文理学部卒業 

昭和６２年 ４月 就農・愛農クラブ入会 現在に至る 

 

 

（提案理由） 

東久留米市農業委員会委員の任期満了に伴い、新たに委員を任命する必要がある。 

 



 



議案第４２号 

 

東久留米市農業委員会委員の任命について 

 

東久留米市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭

和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和８年６月４日提出 

 

東久留米市長 富 田 竜 馬 

 

記 

 

住 所  東京都東久留米市柳窪 

 

氏 名  村 野
む ら  の

 正 実
ま さ  み

 

 

年 齢  ６５歳 

 

経 歴  昭和５９年 ３月 早稲田大学教育学部卒業 

昭和５９年 ４月 立川市役所入庁 

令和 ２年 ３月 立川市役所退職 

令和 ２年 ４月 就農 現在に至る 

 

 

（提案理由） 

東久留米市農業委員会委員の任期満了に伴い、新たに委員を任命する必要がある。 

 



 



議案第４３号 

 

東久留米市農業委員会委員の任命について 

 

東久留米市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭

和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和８年６月４日提出 

 

東久留米市長 富 田 竜 馬 

 

記 

 

住 所  東京都東久留米市八幡町 

 

氏 名  榎 本
えの  もと

 貞 夫
さ だ  お

 

 

年 齢  ６１歳 

 

経 歴  昭和６２年 ３月 城西大学卒業 

昭和６２年 ４月 就農 現在に至る 

 

 

（提案理由） 

東久留米市農業委員会委員の任期満了に伴い、新たに委員を任命する必要がある。 

 



 



議案第４４号 

 

東久留米市農業委員会委員の任命について 

 

東久留米市農業委員会委員に下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律（昭

和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和８年６月４日提出 

 

東久留米市長 富 田 竜 馬 

 

記 

 

住 所  東京都東久留米市八幡町 

 

氏 名  榎 本
えの  もと

 新 吾
し ん  ご

 

 

年 齢  ６３歳 

 

経 歴  昭和６１年 ３月 日本文化大学 卒業 

昭和６１年 ４月 就農 現在に至る 

 

 

（提案理由） 

東久留米市農業委員会委員の任期満了に伴い、新たに委員を任命する必要がある。 

 



 



議案第４５号 

 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

下記の者を人権擁護委員として推薦したいので、議会の意見を求める。 

 

令和８年６月４日提出 

 

東久留米市長 富 田 竜 馬 

 

記 

 

住  所  東京都東久留米市中央町 

 

氏  名  山
やま

 田
だ

 富
とみ

 幸
ゆき

 

 

年  齢  ７４歳 

 

経  歴  昭和４５年 ７月 警視庁入庁 

平成１９年 ３月 警視庁退職 

平成２０年 １月 東京都行政書士会に行政書士登録 現在に至る 

平成２６年１０月 人権擁護委員に就任 現在に至る 

平成３０年 ２月 保護司に就任 現在に至る 

 

 

（提案理由） 

人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見

を求める必要がある。 

 



 



議案第４６号 

 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

下記の者を人権擁護委員として推薦したいので、議会の意見を求める。 

 

令和８年６月４日提出 

 

東久留米市長 富 田 竜 馬 

 

記 

 

住  所  東京都東久留米市小山 

 

氏  名  鶴
つる

 岡
おか

 増
ます

 夫
お

 

 

年  齢  ７０歳 

 

経  歴  昭和５５年 ４月 板橋区役所入庁 

平成２８年 ３月 板橋区役所退職 

平成２８年 ５月 東京都行政書士会に行政書士登録 現在に至る 

     平成２９年１０月 人権擁護委員に就任 現在に至る  

令和 ４年 ６月 東久留米市男女平等推進市民会議委員 現在に至る 

 

 

（提案理由） 

人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の意見

を求める必要がある。 

 



 



議案第４７号 

 

専決処分（東久留米市税条例の一部を改正する条例）の承認について 

 

 上記の議案を提出する。 

 

  令和８年６月４日提出 

 

東久留米市長 富 田 竜 馬 

 

（提案理由） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第３項の規定により提出するものであ

る。 

 



専決第４号 

 

専決処分書 

 

東久留米市税条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１７９条第１項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がない

と認め、次のとおり専決処分する。 

 

東久留米市税条例の一部を改正する条例（別紙） 

 

理由 

地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）等が令和８年３月３１日に公

布され、同年４月１日をもって施行される。このため、東久留米市税条例の一部を改正す

る条例について、同日をもって施行する必要があるため。 

 

  令和８年３月３１日 

 

東久留米市長 富 田 竜 馬 



東久留米市税条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

令和８年３月３１日 

 

東久留米市長 



東久留米市条例第１７号 

東久留米市税条例の一部を改正する条例 

東久留米市税条例（平成９年東久留米市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

第１８条の３中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第１９条中「、第８１条の６第１項」を削り、同条第２号及び第３号中「第８１条の６第

１項の申告書、」を削る。 

 第３３条第３項中「以下この項及び次項並びに」を「次項及び」に改め、「。）」の次に

「（同号ロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。）」を加える。 

 第８０条第１項を次のように改める。 

軽自動車税は、軽自動車等に対し、その所有者に課する。 

 第８０条第２項を削り、同条第３項中「種別割」を「軽自動車税」に、「、第１項」を「、

前項」に、「その使用者に」を「当該軽自動車等の使用者に軽自動車税を」に改め、同項た

だし書中「これを課さない」を「この限りでない」に改め、同項を同条第２項とする。 

 第８０条の２（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

 第８１条第１項を次のように改める。 

軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合に

は、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。 

 第８１条第２項中「３輪以上の軽自動車の取得者又は」を削り、同条第３項及び第４項を

削る。 

 第８１条の３から第８１条の８までを削る。 

 第８２条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第８３条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第８５条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第８７条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第１項中「種別割」を「軽

自動車税」に、「二輪」を「２輪」に、「第３３号の４の２様式」を「第３３号の４様式」

に改め、同条第２項及び第３項中「二輪」を「２輪」に、「第３３号の４の２様式」を「第

３３号の４様式」に改める。 

 第８８条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第８９条（見出しを含む。）中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

第９０条の見出し並びに同条第１項、第２項及び第４項から第６項までの規定中「種別割」

を「軽自動車税」に改める。 

 第９１条第２項中「第８０条第３項ただし書」を「第８０条第２項ただし書」に、「種別

割」を「軽自動車税」に改め、同条第６項中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 

 付則第７条の３の前の見出し及び同条を削る。 

付則第７条の３の２に見出しとして「（個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除）」を

付し、同条第１項中「居住年が平成１１年から平成１８年まで又は」を「同法第４１条第１



項に規定する居住年が」に、「において、前条第１項の規定の適用を受けないときは」を「に

は」に、「附則第５条の４の２第５項」を「附則第５条の４第５項」に改め、同条第２項中

「付則第７条の３の２第１項」を「付則第７条の３第１項」に改め、同条を付則第７条の３

とする。 

 付則第８条第１項中「令和９年度」を「令和１２年度」に改め、同条第２項中「、付則第

７条の３の２第１項」を削る。 

 付則第１０条の２第３項から第１０項までを次のように改める。 

３ 法附則第１５条第２４項第１号イに規定する設備について同号に規定する条例で定め

る割合は、２分の１とする。 

４ 法附則第１５条第２４項第１号ニに規定する設備について同号に規定する条例で定め

る割合は、２分の１とする。 

５ 法附則第１５条第２４項第３号イに規定する設備について同号に規定する条例で定め

る割合は、３分の２とする。 

６ 法附則第１５条第３１項に規定する条例で定める割合は、３分の２とする。 

７ 法附則第１５条第３６項に規定する条例で定める割合は、２分の１とする。 

８ 法附則第１５条の８第２項に規定する条例で定める割合は、３分の２とする。 

９ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する条例で定める割合は、３分の１とする。 

１０ 法附則第１５条の１１第１項に規定する条例で定める割合は、３分の１とする。 

 付則第１０条の２第１１項から第１３項までを削る。 

 付則第１０条の３第７項中「附則第１２条第１９項」を「附則第１２条第２０項」に改め、

同条第８項第４号中「附則第１２条第２３項」を「附則第１２条第２４項」に改め、同項第

６号中「附則第１２条第２４項」を「附則第１２条第２５項」に改め、同条第９項第５号及

び第１１項第５号中「附則第１２条第３１項」を「附則第１２条第３２項」に改め、同条第

１４項中「附則第１２条第１９項」を「附則第１２条第２０項」に改め、同条第１５項中「改

修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化

の促進に関する法律施行規則（平成１８年国土交通省令第１１０号）第１０条第２項に規定

する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律（平成２４年法律第４

９号）第２条第２項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類」を

「施行規則附則第７条の２第１項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し及び法附

則第１５条の１１第１項に規定する改修特別特定建築物に該当する旨を証する書類」に改め、

同項第３号を次のように改める。 

（３） 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成１８

年政令第３７９号）第５条各号に規定する特定建築物（高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）第１４条第３項の条例で定め

る特定建築物を含む。）のいずれに該当するかの別 

 付則第１５条の３から第１５条の７までを削る。 



 付則第１６条の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「法第４４４条第３項に規定

する」を「道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による」に、「から第４項まで」を「及

び第３項」に改め、「の種別割」を削り、同条第２項中「令和４年４月１日から令和８年３

月３１日まで」を「令和７年４月１日から令和１０年３月３１日まで」に改め、「の種別割」

を削り、同条第３項中「法第４４６条第１項第３号」を「同項」に改め、「及び次項」を削

り、「令和４年４月１日」を「令和７年４月１日」に、「当該初回車両番号指定を受けた日

の属する年度の翌年度分」を「令和８年度分」に改め、「の種別割」を削り、同条第４項を

削る。 

 付則第１６条の２の見出し中「の種別割」を削り、同条第１項中「の種別割」を削り、「か

ら第４項まで」を「又は第３項」に改め、同条第２項及び第３項中「の種別割」を削る。 

 付則第１６条の３第３項第２号、第１６条の４第３項第２号及び第１７条第３項第２号中

「、付則第７条の３第１項及び付則第７条の３の２第１項」を「及び付則第７条の３第１項」

に改める。 

 付則第１７条の２第１項及び第２項中「令和８年度」を「令和１１年度」に改める。 

 付則第１８条第５項第２号、第１９条第２項第２号及び第２０条第２項第２号中「、付則

第７条の３第１項及び付則第７条の３の２第１項」を「及び付則第７条の３第１項」に改め

る。 

 付則第２０条の２第２項第２号及び第５項第２号並びに第２０条の３第２項第２号及び

第５項第２号中「、第７条の３第１項及び第７条の３の２第１項」を「及び第７条の３第１

項」に改める。 

   付 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の東久留米市税条例（以下「新

条例」という。）の規定中固定資産税に関する部分は、令和８年度以後の年度分の固定資

産税について適用し、令和７年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に新たに取得された地方税法等の

一部を改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和

２５年法律第２２６号。次項において「旧法」という。）附則第１５条第２５項に規定す

る特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例

による。 

３ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則第１５条の１１第１

項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公演施設に

対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 



第３条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和８年度以後の年度分の軽自動車税

について適用する。 

２ この条例の施行の日前の３輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の環境

性能割については、なお従前の例による。 

３ 令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

（東久留米市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第４条 東久留米市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年東久留米市条例第１１号）

の一部を次のように改正する。 

付則第５条中「の種別割」を削る。 



東久留米市税条例新旧対照表 

改正案 現 行 

第１条から第１８条の２まで （現行のとおり） 第１条から第１８条の２まで （略） 

（納税証明事項） （納税証明事項） 

第１８条の３ 地方税法施行規則（昭和２９年総

理府令第２３号。以下「施行規則」という。）

第１条の９第２号に規定する事項は、道路運送

車両法（昭和２６年法律第１８５号）第５９条

第１項に規定する検査対象軽自動車又は２輪の

小型自動車について天災その他やむを得ない事

由により軽自動車税を滞納している場合におい

てその旨とする。 

第１８条の３ 地方税法施行規則（昭和２９年総

理府令第２３号。以下「施行規則」という。）

第１条の９第２号に規定する事項は、道路運送

車両法（昭和２６年法律第１８５号）第５９条

第１項に規定する検査対象軽自動車又は２輪の

小型自動車について天災その他やむを得ない事

由により種別割を滞納している場合においてそ

の旨とする。 

第１８条の４ （現行のとおり） 第１８条の４ （略） 

（納期限後に納付し又は納入する税金又は納入

金に係る延滞金） 

（納期限後に納付し又は納入する税金又は納入

金に係る延滞金） 

第１９条 納税者又は特別徴収義務者は、第４０

条、第４６条、第４６条の２若しくは第４６条

の５（第５３条の７の２において準用する場合

を含む。以下この条において同じ。）、第４７

条の４第１項（第４７条の５第３項において準

用する場合を含む。以下この条において同じ。）、

第４８条第１項（法第３２１条の８第３４項及

び第３５項の申告書に係る部分を除く。）、第

５３条の７、第６７条、第８３条第２項、第９

８条第１項若しくは第２項、第１０２条第２項

又は第１３９条第１項に規定する納期限後にそ

の税金を納付し、又は納入金を納入する場合に

は、当該税額又は納入金額にその納期限（納期

限の延長があったときは、その延長された納期

限とする。以下第１号、第２号及び第５号にお

いて同じ。）の翌日から納付又は納入の日まで

の期間の日数に応じ、年１４．６パーセント（次

の各号に掲げる税額の区分に応じ、第１号から

第４号までに掲げる期間並びに第５号及び第６

号に定める日までの期間については、年７．３

パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相

当する延滞金額を加算して納付書によって納付

し、又は納入書によって納入しなければならな

い。 

第１９条 納税者又は特別徴収義務者は、第４０

条、第４６条、第４６条の２若しくは第４６条

の５（第５３条の７の２において準用する場合

を含む。以下この条において同じ。）、第４７

条の４第１項（第４７条の５第３項において準

用する場合を含む。以下この条において同じ。）、

第４８条第１項（法第３２１条の８第３４項及

び第３５項の申告書に係る部分を除く。）、第

５３条の７、第６７条、第８１条の６第１項、

第８３条第２項、第９８条第１項若しくは第２

項、第１０２条第２項又は第１３９条第１項に

規定する納期限後にその税金を納付し、又は納

入金を納入する場合には、当該税額又は納入金

額にその納期限（納期限の延長があったときは、

その延長された納期限とする。以下第１号、第

２号及び第５号において同じ。）の翌日から納

付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年１

４．６パーセント（次の各号に掲げる税額の区

分に応じ、第１号から第４号までに掲げる期間

並びに第５号及び第６号に定める日までの期間

については、年７．３パーセント）の割合を乗

じて計算した金額に相当する延滞金額を加算し

て納付書によって納付し、又は納入書によって

納入しなければならない。 

（１） （現行のとおり） （１） （略） 

（２） 第９８条第１項若しくは第２項の申告

書又は第１３９条第１項の申告書に係る税

額（第４号に掲げる税額を除く。） 当該

税額に係る納期限の翌日から１月を経過す

る日までの期間 

（２） 第８１条の６第１項の申告書、第９８

条第１項若しくは第２項の申告書又は第１

３９条第１項の申告書に係る税額（第４号

に掲げる税額を除く。） 当該税額に係る

納期限の翌日から１月を経過する日までの

期間 

（３） 第９８条第１項若しくは第２項の申告

書又は第１３９条第１項の申告書でその提

出期限後に提出したものに係る税額 当該

提出した日までの期間又はその日の翌日か

ら１月を経過する日までの期間 

（３） 第８１条の６第１項の申告書、第９８

条第１項若しくは第２項の申告書又は第１

３９条第１項の申告書でその提出期限後に

提出したものに係る税額 当該提出した日

までの期間又はその日の翌日から１月を経

過する日までの期間 

（４）から（６）まで （現行のとおり） （４）から（６）まで （略） 



第２０条から第３２条まで （現行のとおり） 第２０条から第３２条まで （略） 

（所得割の課税標準） （所得割の課税標準） 

第３３条 （現行のとおり） 第３３条 （略） 

２ （現行のとおり） ２ （略） 

３ 法第２３条第１項第１５号に規定する特定配

当等（次項及び第３４条の９において「特定配

当等」という。）（同号ロに掲げるものを除く。

以下この項において同じ。）に係る所得を有す

る者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係

る所得の金額を除外して算定する。 

３ 法第２３条第１項第１５号に規定する特定配

当等（以下この項及び次項並びに第３４条の９

において「特定配当等」という。）に係る所得

を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当

等に係る所得の金額を除外して算定する。 

４から６まで （現行のとおり） ４から６まで （略） 

第３４条から第７９条まで （現行のとおり） 第３４条から第７９条まで （略） 

（軽自動車税の納税義務者等） （軽自動車税の納税義務者等） 

第８０条 軽自動車税は、軽自動車等に対し、そ

の所有者に課する。 

第８０条 軽自動車税は、３輪以上の軽自動車に

対し、当該３輪以上の軽自動車の取得者に環境

性能割によって、軽自動車等（原動機付自転車、

軽自動車、小型特殊自動車及び２輪の小型自動

車をいう。以下同じ。）に対し、当該軽自動車

等の所有者に種別割によって課する。 

 ２ 前項に規定する３輪以上の軽自動車の取得者

には、法第４４３条第２項に規定する者を含ま

ないものとする。 

２ 軽自動車等の所有者が法第４４５条第１項の

規定により軽自動車税を課することができない

者である場合には、前項の規定にかかわらず、

当該軽自動車等の使用者に軽自動車税を課す

る。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動

車等については、この限りでない。 

３ 軽自動車等の所有者が法第４４５条第１項の

規定により種別割を課することができない者で

ある場合には、第１項の規定にかかわらず、そ

の使用者に課する。ただし、公用又は公共の用

に供する軽自動車等については、これを課さな

い。 

（軽自動車税の課税免除） （種別割の課税免除） 

第８０条の２ 商品であって使用しない軽自動車

等に対しては、軽自動車税を課さない。 

第８０条の２ 商品であって使用しない軽自動車

等に対しては、種別割を課さない。 

（軽自動車税のみなす課税） （軽自動車税のみなす課税） 

第８１条 軽自動車等の売買契約において売主が

当該軽自動車等の所有権を留保している場合に

は、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽

自動車税を課する。 

第８１条 軽自動車等の売買契約において売主が

当該軽自動車等の所有権を留保している場合に

は、軽自動車税の賦課徴収については、買主を

第８０条第１項に規定する３輪以上の軽自動車

の取得者（以下この節において「３輪以上の軽

自動車の取得者」という。）又は軽自動車等の

所有者とみなして、軽自動車税を課する。 

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽

自動車等について、買主の変更があったときは、

新たに買主となる者を軽自動車等の所有者とみ

なして、軽自動車税を課する。 

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽

自動車等について、買主の変更があったときは、

新たに買主となる者を３輪以上の軽自動車の取

得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自

動車税を課する。 

 ３ 法第４４４条第３項に規定する販売業者等

（以下この項において「販売業者等」という。）

が、その製造により取得した３輪以上の軽自動

車又はその販売のためその他運行（道路運送車

両法第２条第５項に規定する運行をいう。次項

において同じ。）以外の目的に供するため取得

した３輪以上の軽自動車について、当該販売業

者等が、法第４４４条第３項に規定する車両番



号の指定を受けた場合（当該車両番号の指定前

に第１項の規定の適用を受ける売買契約の締結

が行われた場合を除く。）には、当該販売業者

等を３輪以上の軽自動車の取得者とみなして、

環境性能割を課する。 

 ４ 法の施行地外で３輪以上の軽自動車を取得し

た者が、当該３輪以上の軽自動車を法の施行地

内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当

該３輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を

３輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境

性能割を課する。 

（日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する

軽自動車税の非課税の範囲） 

（日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する

軽自動車税の非課税の範囲） 

第８１条の２ （現行のとおり） 第８１条の２ （略） 

 （環境性能割の課税標準） 

第８１条の３ 環境性能割の課税標準は、３輪以

上の軽自動車の取得のために通常要する価額と

して施行規則第１５条の１０に定めるところに

より算定した金額とする。 

 （環境性能割の税率） 

第８１条の４ 次の各号に掲げる３輪以上の軽自

動車に対して課する環境性能割の税率は、当該

各号に定める率とする。 

（１） 法第４５１条第１項（同条第４項又は

第５項において準用する場合を含む。）の

規定の適用を受けるもの １００分の１ 

（２） 法第４５１条第２項（同条第４項又は

第５項において準用する場合を含む。）の

規定の適用を受けるもの １００分の２ 

（３） 法第４５１条第３項の規定の適用を受

けるもの １００分の３ 

 （環境性能割の徴収の方法） 

第８１条の５ 環境性能割の徴収については、申

告納付の方法によらなければならない。 

 （環境性能割の申告納付） 

第８１条の６ 環境性能割の納税義務者は、法第

４５４条第１項各号に掲げる３輪以上の軽自動

車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日ま

でに、施行規則第３３号の４様式による申告書

を市長に提出するとともに、その申告に係る環

境性能割額を納付しなければならない。 

２ ３輪以上の軽自動車の取得者（環境性能割の

納税義務者を除く。）は、法第４５４条第１項

各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時

又は日までに、施行規則第３３号の４様式によ

る報告書を市長に提出しなければならない。 

 （環境性能割に係る不申告等に関する過料） 

第８１条の７ 環境性能割の納税義務者が前条の

規定により申告し、又は報告すべき事項につい

て正当な事由がなくて申告又は報告をしなかっ

た場合には、その者に対し、１０万円以下の過

料を科する。 

２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定め



る。 

３ 第１項の過料を徴収する場合において発する

納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の

日から１０日以内とする。 

 （環境性能割の減免） 

第８１条の８ 市長は、公益のため直接専用する

３輪以上の軽自動車又は第９０条第１項各号に

掲げる軽自動車等（３輪以上のものに限る。）

のうち必要と認めるものに対しては、環境性能

割を減免する。 

２ 前項の規定による環境性能割の減免を受ける

ための手続その他必要な事項については、規則

で定める。 

（軽自動車税の税率） （種別割の税率） 

第８２条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して

課する軽自動車税の税率は、１台について、そ

れぞれ当該各号に定める額とする。 

第８２条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して

課する種別割の税率は、１台について、それぞ

れ当該各号に定める額とする。 

（１）から（３）まで （現行のとおり） （１）から（３）まで （略） 

（軽自動車税の賦課期日及び納期） （種別割の賦課期日及び納期） 

第８３条 軽自動車税の賦課期日は、４月１日と

する。 

第８３条 種別割の賦課期日は、４月１日とする。 

２ 軽自動車税の納期は、５月１１日から同月３

１日までとする。 

２ 種別割の納期は、５月１１日から同月３１日

までとする。 

３ （現行のとおり） ３ （略） 

第８４条 （現行のとおり） 第８４条 （略） 

（軽自動車税の徴収の方法） （種別割の徴収の方法） 

第８５条 軽自動車税は、普通徴収の方法によっ

て徴収する。 

第８５条 種別割は、普通徴収の方法によって徴

収する。 

第８６条 （現行のとおり） 第８６条 （略） 

（軽自動車税に関する申告又は報告） （種別割に関する申告又は報告） 

第８７条 軽自動車税の納税義務者である軽自動

車等の所有者又は使用者（以下この節において

「軽自動車等の所有者等」という。）は、軽自

動車等の所有者等となった日から１５日以内

に、軽自動車及び２輪の小型自動車の所有者又

は使用者にあっては施行規則第３３号の４様式

による申告書、原動機付自転車及び小型特殊自

動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第

３３号の５様式による申告書並びにその者の住

所を証明すべき書類を市長に提出しなければな

らない。 

第８７条 種別割の納税義務者である軽自動車等

の所有者又は使用者（以下この節において「軽

自動車等の所有者等」という。）は、軽自動車

等の所有者等となった日から１５日以内に、軽

自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用

者にあっては施行規則第３３号の４の２様式に

よる申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動

車の所有者又は使用者にあっては施行規則第３

３号の５様式による申告書並びにその者の住所

を証明すべき書類を市長に提出しなければなら

ない。 

２ 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項

について変更があった場合においては、その事

由が生じた日から１５日以内に、当該変更があ

った事項について軽自動車及び２輪の小型自動

車の所有者又は使用者については施行規則第３

３号の４様式による申告書並びに原動機付自転

車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者につ

いては施行規則第３３号の５様式による申告書

を市長に提出しなければならない。ただし、次

項の規定により申告書を提出すべき場合につい

ては、この限りでない。 

２ 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項

について変更があった場合においては、その事

由が生じた日から１５日以内に、当該変更があ

った事項について軽自動車及び二輪の小型自動

車の所有者又は使用者については施行規則第３

３号の４の２様式による申告書並びに原動機付

自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者

については施行規則第３３号の５様式による申

告書を市長に提出しなければならない。ただし、

次項の規定により申告書を提出すべき場合につ

いては、この限りでない。 



３ 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽

自動車等の所有者等でなくなった日から３０日

以内に、軽自動車及び２輪の小型自動車の所有

者又は使用者については施行規則第３３号の４

様式による申告書、原動機付自転車及び小型特

殊自動車の所有者又は使用者については施行規

則第３４号様式による申告書を市長に提出しな

ければならない。 

３ 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽

自動車等の所有者等でなくなった日から３０日

以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有

者又は使用者については施行規則第３３号の４

の２様式による申告書、原動機付自転車及び小

型特殊自動車の所有者又は使用者については施

行規則第３４号様式による申告書を市長に提出

しなければならない。 

４ （現行のとおり） ４ （略） 

（軽自動車税に係る不申告等に関する過料） （種別割に係る不申告等に関する過料） 

第８８条 （現行のとおり） 第８８条 （略） 

（軽自動車税の減免） （種別割の減免） 

第８９条 市長は、次の各号のいずれかに該当す

る者であって必要があると認めるものに対し、

軽自動車税を減免する。 

第８９条 市長は、次の各号のいずれかに該当す

る者であって必要があると認めるものに対し、

種別割を減免する。 

（１）から（４）まで （現行のとおり） （１）から（４）まで （略） 

２ 前項の規定によって軽自動車税の減免を受け

ようとする者は、納期限前７日までに、当該軽

自動車等について減免を受けようとする税額及

び次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減

免を必要とする事由を証明する書類を添付し

て、これを市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定によって種別割の減免を受けよう

とする者は、納期限前７日までに、当該軽自動

車等について減免を受けようとする税額及び次

の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を

必要とする事由を証明する書類を添付して、こ

れを市長に提出しなければならない。 

（１）から（８）まで （現行のとおり） （１）から（８）まで （略） 

３ 第１項の規定によって軽自動車税の減免を受

けた者は、その事由が消滅した場合においては、

直ちにその旨を市長に申告しなければならな

い。 

３ 第１項の規定によって種別割の減免を受けた

者は、その事由が消滅した場合においては、直

ちにその旨を市長に申告しなければならない。 

（身体障害者等に対する軽自動車税の減免） （身体障害者等に対する種別割の減免） 

第９０条 市長は、次に掲げる軽自動車等のうち

必要と認めるものに対しては、軽自動車税を減

免する。 

第９０条 市長は、次に掲げる軽自動車等のうち

必要と認めるものに対しては、種別割を減免す

る。 

（１）及び（２） （現行のとおり） （１）及び（２） （略） 

２ 前項第１号の規定によって軽自動車税の減免

を受けようとする者は、納期限前７日までに、

市長に対して、身体障害者福祉法（昭和２４年

法律第２８３号）第１５条の規定により交付さ

れた身体障害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭

和３８年法律第１６８号）第４条の規定により

戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害

者手帳の交付を受けていないものにあっては、

戦傷病者手帳とする。以下この項において「身

体障害者手帳」という。）、厚生労働大臣が定

めるところにより交付された療育手帳（以下こ

の項において「療育手帳」という。）又は精神

保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２

５年法律第１２３号）第４５条の規定により交

付された精神障害者保健福祉手帳（以下この項

において「精神障害者保健福祉手帳」という。）

及び道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）

第９２条の規定により交付された身体障害者若

しくは身体障害者等と生計を一にする者若しく

は身体障害者等（身体障害者等のみで構成され

る世帯の者に限る。）を常時介護する者の運転

２ 前項第１号の規定によって種別割の減免を受

けようとする者は、納期限前７日までに、市長

に対して、身体障害者福祉法（昭和２４年法律

第２８３号）第１５条の規定により交付された

身体障害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和３

８年法律第１６８号）第４条の規定により戦傷

病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手

帳の交付を受けていないものにあっては、戦傷

病者手帳とする。以下この項において「身体障

害者手帳」という。）、厚生労働大臣が定める

ところにより交付された療育手帳（以下この項

において「療育手帳」という。）又は精神保健

及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年

法律第１２３号）第４５条の規定により交付さ

れた精神障害者保健福祉手帳（以下この項にお

いて「精神障害者保健福祉手帳」という。）及

び道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第

９２条の規定により交付された身体障害者若し

くは身体障害者等と生計を一にする者若しくは

身体障害者等（身体障害者等のみで構成される

世帯の者に限る。）を常時介護する者の運転免



免許証（以下この項において「運転免許証」と

いう。）又はこれらの者の特定免許情報（同法

第９５条の２第２項に規定する特定免許情報を

いう。次項において同じ。）が記録された免許

情報記録個人番号カード（同法第９５条の２第

４項に規定する免許情報記録個人番号カードを

いう。次項において同じ。）を提示するととも

に、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を

必要とする理由を証明する書類を添付して、提

出しなければならない。 

許証（以下この項において「運転免許証」とい

う。）又はこれらの者の特定免許情報（同法第

９５条の２第２項に規定する特定免許情報をい

う。次項において同じ。）が記録された免許情

報記録個人番号カード（同法第９５条の２第４

項に規定する免許情報記録個人番号カードをい

う。次項において同じ。）を提示するとともに、

次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要

とする理由を証明する書類を添付して、提出し

なければならない。 

（１）から（６）まで （現行のとおり） （１）から（６）まで （略） 

３ （現行のとおり） ３ （略） 

４ 第１項第２号の規定によって軽自動車税の減

免を受けようとする者は、納期限前７日までに、

市長に対して、当該軽自動車等の提示（市長が、

当該軽自動車等の提示に代わると認める書類の

提出がある場合には、当該書類の提出）をする

とともに、前条第２項各号に掲げる事項を記載

した申請書を提出しなければならない。 

４ 第１項第２号の規定によって種別割の減免を

受けようとする者は、納期限前７日までに、市

長に対して、当該軽自動車等の提示（市長が、

当該軽自動車等の提示に代わると認める書類の

提出がある場合には、当該書類の提出）をする

とともに、前条第２項各号に掲げる事項を記載

した申請書を提出しなければならない。 

５ 前条第３項の規定は、第１項の規定によって

軽自動車税の減免を受けている者について準用

する。 

５ 前条第３項の規定は、第１項の規定によって

種別割の減免を受けている者について準用す

る。 

６ 軽自動車税の納税者が前年度において第１項

の規定により減免を受けた場合で、当該年度の

賦課期日において、第２項各号に掲げる事項又

は第４項に規定する前条第２項各号に掲げる事

項及び当該軽自動車等の種別に異動がないと市

長が認めるときは、当該年度の納期限前７日ま

でに第２項又は第４項の申請書が提出されたも

のとみなして、第１項の規定を適用する。 

６ 種別割の納税者が前年度において第１項の規

定により減免を受けた場合で、当該年度の賦課

期日において、第２項各号に掲げる事項又は第

４項に規定する前条第２項各号に掲げる事項及

び当該軽自動車等の種別に異動がないと市長が

認めるときは、当該年度の納期限前７日までに

第２項又は第４項の申請書が提出されたものと

みなして、第１項の規定を適用する。 

（原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の

交付等） 

（原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の

交付等） 

第９１条 （現行のとおり） 第９１条 （略） 

２ 法第４４５条又は第８０条第２項ただし書若

しくは第８１条の２の規定によって軽自動車税

を課することのできない原動機付自転車又は小

型特殊自動車の所有者又は使用者は、その主た

る定置場が、市内に所在することとなったとき

は、その事由が発生した日から１５日以内に、

市長に対し、標識交付申請書を提出し、かつ、

当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示

をして、その車体に取り付けるべき標識の交付

を受けなければならない。軽自動車税を課され

るべき原動機付自転車又は小型特殊自動車が法

第４４５条又は第８０条第２項ただし書若しく

は第８１条の２の規定によって軽自動車税を課

されないこととなったときにおける当該原動機

付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用

者についても、また、同様とする。 

２ 法第４４５条又は第８０条第３項ただし書若

しくは第８１条の２の規定によって種別割を課

することのできない原動機付自転車又は小型特

殊自動車の所有者又は使用者は、その主たる定

置場が、市内に所在することとなったときは、

その事由が発生した日から１５日以内に、市長

に対し、標識交付申請書を提出し、かつ、当該

原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示をし

て、その車体に取り付けるべき標識の交付を受

けなければならない。種別割を課されるべき原

動機付自転車又は小型特殊自動車が法第４４５

条又は第８０条第３項ただし書若しくは第８１

条の２の規定によって種別割を課されないこと

となったときにおける当該原動機付自転車又は

小型特殊自動車の所有者又は使用者について

も、また、同様とする。 

３から５まで （現行のとおり） ３から５まで （略） 

６ 第２項の標識及び第３項の証明書の交付を受

けた者は、当該原動機付自転車又は小型特殊自

動車の主たる定置場が市内に所在しないことと

６ 第２項の標識及び第３項の証明書の交付を受

けた者は、当該原動機付自転車又は小型特殊自

動車の主たる定置場が市内に所在しないことと



なったとき、当該原動機付自転車又は小型特殊

自動車を所有し、若しくは使用しないこととな

ったとき又は当該原動機付自転車又は小型特殊

自動車に対して軽自動車税が課されることとな

ったときは、その事由が発生した日から１５日

以内に、市長に対し、その標識及び証明書を返

納しなければならない。 

なったとき、当該原動機付自転車又は小型特殊

自動車を所有し、若しくは使用しないこととな

ったとき又は当該原動機付自転車又は小型特殊

自動車に対して種別割が課されることとなった

ときは、その事由が発生した日から１５日以内

に、市長に対し、その標識及び証明書を返納し

なければならない。 

７及び８ （現行のとおり） ７及び８ （略） 

第９２条から第１４９条まで （現行のとおり） 第９２条から第１４９条まで （略） 

付 則 付 則 

第１条から第７条の２まで （現行のとおり） 第１条から第７条の２まで （略） 

 （個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除） 

第７条の３ 平成２０年度から平成２８年度まで

の各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納

税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置

法第４１条又は第４１条の２の２の規定の適用

を受けた場合（同法第４１条第１項に規定する

居住年（次条において「居住年」という。）が

平成１１年から平成１８年までの各年である場

合に限る。）においては、法附則第５条の４第

６項に規定するところにより控除すべき額（第

３項において「市民税の住宅借入金等特別税額

控除額」という。）を、当該納税義務者の第３

４条の３及び第３４条の６の規定を適用した場

合の所得割の額から控除する。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第３４

条の８及び第３４条の９第１項の規定の適用に

ついては、第３４条の８中「前２条」とあるの

は「前２条並びに付則第７条の３第１項」と、

同項中「前３条」とあるのは「前３条並びに付

則第７条の３第１項」とする。 

３ 第１項の規定は、市民税の所得割の納税義務

者が、当該年度の初日の属する年の３月１５日

までに、施行規則で定めるところにより、同項

の規定の適用を受けようとする旨及び市民税の

住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事

項を記載した市民税住宅借入金等特別税額控除

申告書（その提出期限後において市民税の納税

通知書が送達される時までに提出されたものを

含む。）を、市長に提出した場合（法附則第５

条の４第９項の規定により税務署長を経由して

提出した場合を含む。）に限り、適用する。 

（個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除）  

第７条の３ 平成２２年度から令和２０年度まで

の各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納

税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置

法第４１条又は第４１条の２の２の規定の適用

を受けた場合（同法第４１条第１項に規定する

居住年が平成２１年から令和７年までの各年で

ある場合に限る。）には、法附則第５条の４第

５項（同条第７項の規定により読み替えて適用

される場合を含む。）に規定するところにより

控除すべき額を、当該納税義務者の第３４条の

３及び第３４条の６の規定を適用した場合の所

第７条の３の２ 平成２２年度から令和２０年度

までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割

の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別

措置法第４１条又は第４１条の２の２の規定の

適用を受けた場合（居住年が平成１１年から平

成１８年まで又は平成２１年から令和７年まで

の各年である場合に限る。）において、前条第

１項の規定の適用を受けないときは、法附則第

５条の４の２第５項（同条第７項の規定により

読み替えて適用される場合を含む。）に規定す

るところにより控除すべき額を、当該納税義務



得割の額から控除する。 者の第３４条の３及び第３４条の６の規定を適

用した場合の所得割の額から控除する。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第３４

条の８及び第３４条の９第１項の規定の適用に

ついては、第３４条の８中「前２条」とあるの

は「前２条並びに付則第７条の３第１項」と、

第３４条の９第１項中「前３条」とあるのは「前

３条並びに付則第７条の３第１項」とする。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第３４

条の８及び第３４条の９第１項の規定の適用に

ついては、第３４条の８中「前２条」とあるの

は「前２条並びに付則第７条の３の２第１項」

と、第３４条の９第１項中「前３条」とあるの

は「前３条並びに付則第７条の３の２第１項」

とする。 

第７条の４から第７条の８まで （現行のとおり） 第７条の４から第７条の８まで （略） 

（肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の

課税の特例） 

（肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の

課税の特例） 

第８条 昭和５７年度から令和１２年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、法附則第６条第

４項に規定する場合において、第３６条の２第

１項の規定による申告書（その提出期限後にお

いて市民税の納税通知書が送達される時までに

提出されたもの及びその時までに提出された第

３６条の３第１項の確定申告書を含む。次項に

おいて同じ。）に肉用牛の売却に係る租税特別

措置法第２５条第１項に規定する事業所得の明

細に関する事項の記載があるとき（これらの申

告書にその記載がないことについてやむを得な

い理由があると市長が認めるときを含む。次項

において同じ。）は、当該事業所得に係る市民

税の所得割の額を免除する。 

第８条 昭和５７年度から令和９年度までの各年

度分の個人の市民税に限り、法附則第６条第４

項に規定する場合において、第３６条の２第１

項の規定による申告書（その提出期限後におい

て市民税の納税通知書が送達される時までに提

出されたもの及びその時までに提出された第３

６条の３第１項の確定申告書を含む。次項にお

いて同じ。）に肉用牛の売却に係る租税特別措

置法第２５条第１項に規定する事業所得の明細

に関する事項の記載があるとき（これらの申告

書にその記載がないことについてやむを得ない

理由があると市長が認めるときを含む。次項に

おいて同じ。）は、当該事業所得に係る市民税

の所得割の額を免除する。 

２ 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限

り、法附則第６条第５項に規定する場合におい

て、第３６条の２第１項の規定による申告書に

肉用牛の売却に係る租税特別措置法第２５条第

２項第２号に規定する事業所得の明細に関する

事項の記載があるときは、その者の前年の総所

得金額に係る市民税の所得割の額は、第３３条

から第３４条の３まで、第３４条の６から第３

４条の８まで、付則第７条第１項、付則第７条

の３第１項及び付則第７条の４の規定にかかわ

らず、法附則第６条第５項各号に掲げる金額の

合計額とすることができる。 

２ 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限

り、法附則第６条第５項に規定する場合におい

て、第３６条の２第１項の規定による申告書に

肉用牛の売却に係る租税特別措置法第２５条第

２項第２号に規定する事業所得の明細に関する

事項の記載があるときは、その者の前年の総所

得金額に係る市民税の所得割の額は、第３３条

から第３４条の３まで、第３４条の６から第３

４条の８まで、付則第７条第１項、付則第７条

の３第１項、付則第７条の３の２第１項及び付

則第７条の４の規定にかかわらず、法附則第６

条第５項各号に掲げる金額の合計額とすること

ができる。 

３ （現行のとおり） ３ （略） 

第９条から第１０条まで （現行のとおり） 第９条から第１０条まで （略） 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定め

る割合） 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定め

る割合） 

第１０条の２ （現行のとおり） 第１０条の２ （略） 

２ （現行のとおり） ２ （略） 

３ 法附則第１５条第２４項第１号イに規定する

設備について同号に規定する条例で定める割合

は、２分の１とする。 

３ 法附則第１５条第２５項第１号イに規定する

設備について同号に規定する条例で定める割合

は、３分の２とする。 

４ 法附則第１５条第２４項第１号ニに規定する

設備について同号に規定する条例で定める割合

は、２分の１とする。 

４ 法附則第１５条第２５項第１号ロに規定する

設備について同号に規定する条例で定める割合

は、３分の２とする。 

５ 法附則第１５条第２４項第３号イに規定する

設備について同号に規定する条例で定める割合

５ 法附則第１５条第２５項第１号ニに規定する

設備について同号に規定する条例で定める割合



は、３分の２とする。 は、３分の２とする。 

６ 法附則第１５条第３１項に規定する条例で定

める割合は、３分の２とする。 

６ 法附則第１５条第２５項第２号に規定する設

備について同号に規定する条例で定める割合

は、７分の６とする。 

７ 法附則第１５条第３６項に規定する条例で定

める割合は、２分の１とする。 

７ 法附則第１５条第２５項第３号イに規定する

設備について同号に規定する条例で定める割合

は、４分の３とする。 

８ 法附則第１５条の８第２項に規定する条例で

定める割合は、３分の２とする。 

８ 法附則第１５条第２５項第３号ロに規定する

設備について同号に規定する条例で定める割合

は、４分の３とする。 

９ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する条

例で定める割合は、３分の１とする。 

９ 法附則第１５条第２５項第４号ハに規定する

設備について同号に規定する条例で定める割合

は、２分の１とする。 

１０ 法附則第１５条の１１第１項に規定する条

例で定める割合は、３分の１とする。 

１０ 法附則第１５条第３２項に規定する条例で

定める割合は、３分の２とする。 

 １１ 法附則第１５条第３７項に規定する条例で

定める割合は、２分の１とする。 

 １２ 法附則第１５条の８第２項に規定する条例

で定める割合は、３分の２とする。 

 １３ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する

条例で定める割合は、３分の１とする。 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定

の適用を受けようとする者がすべき申告） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定

の適用を受けようとする者がすべき申告） 

第１０条の３ （現行のとおり） 第１０条の３ （略） 

２から６まで （現行のとおり） ２から６まで （略） 

７ 法附則第１５条の９第１項の耐震基準適合住

宅について、同項の規定の適用を受けようとす

る者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修

が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項

を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用

を証する書類及び当該耐震改修後の家屋が令附

則第１２条第２０項に規定する基準を満たすこ

とを証する書類を添付して市長に提出しなけれ

ばならない。 

７ 法附則第１５条の９第１項の耐震基準適合住

宅について、同項の規定の適用を受けようとす

る者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修

が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項

を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用

を証する書類及び当該耐震改修後の家屋が令附

則第１２条第１９項に規定する基準を満たすこ

とを証する書類を添付して市長に提出しなけれ

ばならない。 

（１）から（６）まで （現行のとおり） （１）から（６）まで （略） 

８ 法附則第１５条の９第４項の高齢者等居住改

修住宅又は同条第５項の高齢者等居住改修専有

部分について、これらの規定の適用を受けよう

とする者は、同条第４項に規定する居住安全改

修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に施行規則附則第７条

第９項各号に掲げる書類を添付して市長に提出

しなければならない。 

８ 法附則第１５条の９第４項の高齢者等居住改

修住宅又は同条第５項の高齢者等居住改修専有

部分について、これらの規定の適用を受けよう

とする者は、同条第４項に規定する居住安全改

修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に施行規則附則第７条

第９項各号に掲げる書類を添付して市長に提出

しなければならない。 

（１）から（３）まで （現行のとおり） （１）から（３）まで （略） 

（４） 令附則第１２条第２４項に掲げる者に

該当する者の住所、氏名及び当該者が同項

各号のいずれに該当するかの別 

（４） 令附則第１２条第２３項に掲げる者に

該当する者の住所、氏名及び当該者が同項

各号のいずれに該当するかの別 

（５） （現行のとおり） （５） （略） 

（６） 居住安全改修工事に要した費用並びに

令附則第１２条第２５項に規定する補助金

等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅

改修費 

（６） 居住安全改修工事に要した費用並びに

令附則第１２条第２４項に規定する補助金

等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅

改修費 



（７） （現行のとおり） （７） （略） 

９ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修

等住宅又は同条第１０項の熱損失防止改修等専

有部分について、これらの規定の適用を受けよ

うとする者は、同条第９項に規定する熱損失防

止改修工事等が完了した日から３月以内に、次

に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則

第７条第１０項各号に掲げる書類を添付して市

長に提出しなければならない。 

９ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修

等住宅又は同条第１０項の熱損失防止改修等専

有部分について、これらの規定の適用を受けよ

うとする者は、同条第９項に規定する熱損失防

止改修工事等が完了した日から３月以内に、次

に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則

第７条第１０項各号に掲げる書類を添付して市

長に提出しなければならない。 

（１）から（４）まで （現行のとおり） （１）から（４）まで （略） 

（５） 熱損失防止改修工事等に要した費用及

び令附則第１２条第３２項に規定する補助

金等 

（５） 熱損失防止改修工事等に要した費用及

び令附則第１２条第３１項に規定する補助

金等 

（６） （現行のとおり） （６） （略） 

１０ （現行のとおり） １０ （略） 

１１ 法附則第１５条の９の２第４項に規定する

特定熱損失防止改修等住宅又は同条第５項に規

定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分につ

いて、これらの規定の適用を受けようとする者

は、法附則第１５条の９第９項に規定する熱損

失防止改修工事等が完了した日から３月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規

則附則第７条第１２項各号に掲げる書類を添付

して市長に提出しなければならない。 

１１ 法附則第１５条の９の２第４項に規定する

特定熱損失防止改修等住宅又は同条第５項に規

定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分につ

いて、これらの規定の適用を受けようとする者

は、法附則第１５条の９第９項に規定する熱損

失防止改修工事等が完了した日から３月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規

則附則第７条第１２項各号に掲げる書類を添付

して市長に提出しなければならない。 

（１）から（４）まで （現行のとおり） （１）から（４）まで （略） 

（５） 熱損失防止改修工事等に要した費用及

び令附則第１２条第３２項に規定する補助

金等 

（５） 熱損失防止改修工事等に要した費用及

び令附則第１２条第３１項に規定する補助

金等 

（６） （現行のとおり） （６） （略） 

１２及び１３ （現行のとおり） １２及び１３ （略） 

１４ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適

合家屋について、同項の規定の適用を受けよう

とする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震

改修が完了した日から３月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第

１８項に規定する補助に係る補助金確定通知書

の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律

（平成７年法律第１２３号）第７条又は附則第

３条第１項の規定による報告の写し及び当該耐

震改修後の家屋が令附則第１２条第２０項に規

定する基準を満たすことを証する書類を添付し

て市長に提出しなければならない。 

１４ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適

合家屋について、同項の規定の適用を受けよう

とする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震

改修が完了した日から３月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第

１８項に規定する補助に係る補助金確定通知書

の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律

（平成７年法律第１２３号）第７条又は附則第

３条第１項の規定による報告の写し及び当該耐

震改修後の家屋が令附則第１２条第１９項に規

定する基準を満たすことを証する書類を添付し

て市長に提出しなければならない。 

（１）から（６）まで （現行のとおり） （１）から（６）まで （略） 

１５ 法附則第１５条の１１第１項の改修特別特

定建築物について、同項の規定の適用を受けよ

うとする者は、同項に規定する利便性等向上改

修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に施行規則附則第７条

の２第１項に規定する補助に係る補助金確定通

知書の写し及び法附則第１５条の１１第１項に

規定する改修特別特定建築物に該当する旨を証

する書類を添付して市長に提出しなければなら

ない。 

１５ 法附則第１５条の１１第１項の改修実演芸

術公演施設について、同項の規定の適用を受け

ようとする者は、同項に規定する利便性等向上

改修工事が完了した日から３月以内に、次に掲

げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等

の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則

（平成１８年国土交通省令第１１０号）第１０

条第２項に規定する通知書の写し及び主として

劇場、音楽堂等の活性化に関する法律（平成２

４年法律第４９号）第２条第２項に規定する実



演芸術の公演の用に供する施設である旨を証す

る書類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

（１）及び（２） （現行のとおり） （１）及び（２） （略） 

（３） 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律施行令（平成１８

年政令第３７９号）第５条各号に規定する

特定建築物（高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律（平成１８年法

律第９１号）第１４条第３項の条例で定め

る特定建築物を含む。）のいずれに該当す

るかの別 

（３） 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律施行令（平成１８

年政令第３７９号）第５条第３号に規定す

る劇場若しくは演芸場又は同条第４号に規

定する集会場若しくは公会堂のいずれに該

当するかの別 

（４）から（６）まで （現行のとおり） （４）から（６）まで （略） 

第１１条から第１５条の２まで （現行のとおり） 第１１条から第１５条の２まで （略） 

 （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

第１５条の３ 軽自動車税の環境性能割の賦課徴

収は、当分の間、第１章第２節の規定にかかわ

らず、東京都知事（以下「都知事」という。）

が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例によ

り、行うものとする。 

２ 都知事は、当分の間、前項の規定により行う

軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し、３

輪以上の軽自動車が法第４４６条第１項（同条

第２項又は第３項において準用する場合を含

む。）又は法第４５１条第１項若しくは第２項

（これらの規定を同条第４項又は第５項におい

て準用する場合を含む。）の適用を受ける３輪

以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をす

るときは、国土交通大臣の認定等（法附則第２

９条の９第３項に規定する国土交通大臣の認定

等をいう。次項において同じ。）に基づき当該

判断をするものとする。 

３ 都知事は、当分の間、第１項の規定により賦

課徴収を行う軽自動車税の環境性能割につき、

その納付すべき額について不足額があることを

付則第１５条の５の規定により読み替えられた

第８１条の６第１項の納期限（納期限の延長が

あったときは、その延長された納期限）後にお

いて知った場合において、当該事実が生じた原

因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が

偽りその他不正の手段（当該申請をした者に当

該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した

者の偽りその他不正の手段を含む。）により国

土交通大臣の認定等を受けたことを事由として

国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取

り消したことによるものであるときは、当該申

請をした者又はその一般承継人を当該不足額に

係る３輪以上の軽自動車について法附則第２９

条の１１の規定によりその例によることとされ

た法第１６１条第１項に規定する申告書を提出

すべき当該３輪以上の軽自動車の取得者とみな

して、軽自動車税の環境性能割に関する規定を

適用する。 

４ 前項の規定の適用がある場合における納付す



べき軽自動車税の環境性能割の額は、同項の不

足額に、これに１００分の３５の割合を乗じて

計算した金額を加算した金額とする。 

 （軽自動車税の環境性能割の非課税及び減免の

特例） 

第１５条の４ 当分の間、第８１条の２の規定に

かかわらず、東京都が法第１４８条第２項の規

定により条例で定める自動車に相当するものと

して市長が定める３輪以上の軽自動車に対して

は、軽自動車税の環境性能割を課さない。 

２ 市長は、当分の間、第８１条の８の規定にか

かわらず、都知事が自動車税の環境性能割を減

免する自動車に相当するものとして市長が定め

る３輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税

の環境性能割を減免する。 

 （軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例） 

第１５条の５ 第８１条の６の規定による申告納

付については、当分の間、同条中「市長」とあ

るのは、「都知事」とする。 

 （軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の

交付） 

第１５条の６ 市は、都が軽自動車税の環境性能

割の賦課徴収に関する事務を行うために要する

費用を補償するため、法附則第２９条の１６第

１項に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費とし

て都に交付する。 

 （軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

第１５条の７ 営業用の３輪以上の軽自動車に対

する第８１条の４の規定の適用については、当

分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

 第１号 １００分の１ １００分の０．５ 

第２号 １００分の２ １００分の１ 

第３号 １００分の３ １００分の２ 
 

 ２ 自家用の３輪以上の軽自動車に対する第８１

条の４（第３号に係る部分に限る。）の規定の

適用については、同号中「１００分の３」とあ

るのは、「１００分の２」とする。 

（軽自動車税の税率の特例） （軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第１６条 法附則第３０条第１項に規定する３輪

以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の

道路運送車両法第６０条第１項後段の規定によ

る車両番号の指定（次項及び第３項において「初

回車両番号指定」という。）を受けた月から起

算して１４年を経過した月の属する年度以後の

年度分の軽自動車税に係る第８２条の規定の適

用については、当分の間、次の表の左欄に掲げ

る同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第１６条 法附則第３０条第１項に規定する３輪

以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の

法第４４４条第３項に規定する車両番号の指定

（次項から第４項までにおいて「初回車両番号

指定」という。）を受けた月から起算して１４

年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽

自動車税の種別割に係る第８２条の規定の適用

については、当分の間、次の表の左欄に掲げる

同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

（現行のとおり） （略） 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲

げる３輪以上の軽自動車に対する第８２条の規

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に掲

げる３輪以上の軽自動車に対する第８２条の規



定の適用については、当該軽自動車が令和７年

４月１日から令和１０年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回

車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度

分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる

同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

定の適用については、当該軽自動車が令和４年

４月１日から令和８年３月３１日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車

両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分

の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に

掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

（現行のとおり） （略） 

３ 法附則第３０条第３項の規定の適用を受ける

３輪以上の同項に規定するガソリン軽自動車

（以下この項において「ガソリン軽自動車」と

いう。）（営業用の乗用のものに限る。）に対

する第８２条の規定の適用については、当該ガ

ソリン軽自動車が令和７年４月１日から令和８

年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合には、令和８年度分の軽自動車税に限

り、同条第２号ア（イ）中「３，９００円」と

あるのは「２，０００円」と、同号ア（ウ）（i）

中「６，９００円」とあるのは、「３，５００

円」とする。 

３ 法附則第３０条第３項の規定の適用を受ける

３輪以上の法第４４６条第１項第３号に規定す

るガソリン軽自動車（以下この項及び次項にお

いて「ガソリン軽自動車」という。）（営業用

の乗用のものに限る。）に対する第８２条の規

定の適用については、当該ガソリン軽自動車が

令和４年４月１日から令和８年３月３１日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合には、当

該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の

翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同条第

２号ア（イ）中「３，９００円」とあるのは「２，

０００円」と、同号ア（ウ）（i）中「６，９０

０円」とあるのは、「３，５００円」とする。 

 ４ 法附則第３０条第４項の規定の適用を受ける

３輪以上のガソリン軽自動車（前項の規定の適

用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに

限る。）に対する第８２条の規定の適用につい

ては、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１

日から令和７年３月３１日までの間に初回車両

番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号

指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自

動車税の種別割に限り、同条第２号ア（イ）中

「３，９００円」とあるのは「３，０００円」

と、同号ア（ウ）（i）中「６，９００円」とあ

るのは「５，２００円」とする。 

（軽自動車税の賦課徴収の特例） （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第１６条の２ 市長は、軽自動車税の賦課徴収に

関し、３輪以上の軽自動車が前条第２項又は第

３項の規定の適用を受ける３輪以上の軽自動車

に該当するかどうかの判断をするときは、国土

交通大臣の認定等（法附則第３０条の２第１項

に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項

において同じ。）に基づき当該判断をするもの

とする。 

第１６条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦

課徴収に関し、３輪以上の軽自動車が前条第２

項から第４項までの規定の適用を受ける３輪以

上の軽自動車に該当するかどうかの判断をする

ときは、国土交通大臣の認定等（法附則第３０

条の２第１項に規定する国土交通大臣の認定等

をいう。次項において同じ。）に基づき当該判

断をするものとする。 

２ 市長は、納付すべき軽自動車税の額について

不足額があることを第８３条第２項の納期限

（納期限の延長があったときは、その延長され

た納期限）後において知った場合において、当

該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等

の申請をした者が偽りその他不正の手段（当該

申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又

は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を

含む。）により国土交通大臣の認定等を受けた

ことを事由として国土交通大臣が当該国土交通

大臣の認定等を取り消したことによるものであ

るときは、当該申請をした者又はその一般承継

２ 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額

について不足額があることを第８３条第２項の

納期限（納期限の延長があったときは、その延

長された納期限）後において知った場合におい

て、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の

認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段

（当該申請をした者に当該申請に必要な情報を

直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の

手段を含む。）により国土交通大臣の認定等を

受けたことを事由として国土交通大臣が当該国

土交通大臣の認定等を取り消したことによるも

のであるときは、当該申請をした者又はその一



人を賦課期日現在における当該不足額に係る３

輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動

車税に関する規定（第８７条及び第８８条の規

定を除く。）を適用する。 

般承継人を賦課期日現在における当該不足額に

係る３輪以上の軽自動車の所有者とみなして、

軽自動車税の種別割に関する規定（第８７条及

び第８８条の規定を除く。）を適用する。 

３ 前項の規定の適用がある場合における納付す

べき軽自動車税の額は、同項の不足額に、これ

に１００分の３５の割合を乗じて計算した金額

を加算した金額とする。 

３ 前項の規定の適用がある場合における納付す

べき軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額

に、これに１００分の３５の割合を乗じて計算

した金額を加算した金額とする。 

第１６条の２の２ （現行のとおり） 第１６条の２の２ （略） 

（上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の

課税の特例） 

（上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の

課税の特例） 

第１６条の３ （現行のとおり） 第１６条の３ （略） 

２ （現行のとおり） ２ （略） 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

（１） （現行のとおり） （１） （略） 

（２） 第３４条の６から第３４条の８まで、

第３４条の９第１項、付則第７条第１項及

び付則第７条の３第１項の規定の適用につ

いては、第３４条の６中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び付則第１６条の

３第１項の規定による市民税の所得割の

額」と、第３４条の７第１項前段、第３４

条の８、第３４条の９第１項、付則第７条

第１項及び付則第７条の３第１項中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並びに付

則第１６条の３第１項の規定による市民税

の所得割の額」と、第３４条の７第１項後

段中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び付則第１６条の３第１項の規定によ

る市民税の所得割の額の合計額」とする。 

（２） 第３４条の６から第３４条の８まで、

第３４条の９第１項、付則第７条第１項、

付則第７条の３第１項及び付則第７条の３

の２第１項の規定の適用については、第３

４条の６中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第１６条の３第１項の規

定による市民税の所得割の額」と、第３４

条の７第１項前段、第３４条の８、第３４

条の９第１項、付則第７条第１項、付則第

７条の３第１項及び付則第７条の３の２第

１項中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに付則第１６条の３第１項の規定

による市民税の所得割の額」と、第３４条

の７第１項後段中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額及び付則第１６条の３第１

項の規定による市民税の所得割の額の合計

額」とする。 

（３）から（５）まで （現行のとおり） （３）から（５）まで （略） 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税

の課税の特例） 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税

の課税の特例） 

第１６条の４ （現行のとおり） 第１６条の４ （略） 

２ （現行のとおり） ２ （略） 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

（１） （現行のとおり） （１） （略） 

（２） 第３４条の６から第３４条の８まで、

第３４条の９第１項、付則第７条第１項及

び付則第７条の３第１項の規定の適用につ

いては、第３４条の６中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び付則第１６条の

４第１項の規定による市民税の所得割の

額」と、第３４条の７第１項前段、第３４

条の８、第３４条の９第１項、付則第７条

第１項及び付則第７条の３第１項中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並びに付

則第１６条の４第１項の規定による市民税

（２） 第３４条の６から第３４条の８まで、

第３４条の９第１項、付則第７条第１項、

付則第７条の３第１項及び付則第７条の３

の２第１項の規定の適用については、第３

４条の６中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第１６条の４第１項の規

定による市民税の所得割の額」と、第３４

条の７第１項前段、第３４条の８、第３４

条の９第１項、付則第７条第１項、付則第

７条の３第１項及び付則第７条の３の２第

１項中「所得割の額」とあるのは「所得割



の所得割の額」と、第３４条の７第１項後

段中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び付則第１６条の４第１項の規定によ

る市民税の所得割の額の合計額」とする。 

の額並びに付則第１６条の４第１項の規定

による市民税の所得割の額」と、第３４条

の７第１項後段中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額及び付則第１６条の４第１

項の規定による市民税の所得割の額の合計

額」とする。 

（３）から（５）まで （現行のとおり） （３）から（５）まで （略） 

４ （現行のとおり） ４ （略） 

（長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特

例） 

（長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特

例） 

第１７条 （現行のとおり） 第１７条 （略） 

２ （現行のとおり） ２ （略） 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

（１） （現行のとおり） （１） （略） 

（２） 第３４条の６から第３４条の８まで、

第３４条の９第１項、付則第７条第１項及

び付則第７条の３第１項の規定の適用につ

いては、第３４条の６中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び付則第１７条第

１項の規定による市民税の所得割の額」と、

第３４条の７第１項前段、第３４条の８、

第３４条の９第１項、付則第７条第１項及

び付則第７条の３第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに付則第１７

条第１項の規定による市民税の所得割の

額」と、第３４条の７第１項後段中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び付則

第１７条第１項の規定による市民税の所得

割の額の合計額」とする。 

（２） 第３４条の６から第３４条の８まで、

第３４条の９第１項、付則第７条第１項、

付則第７条の３第１項及び付則第７条の３

の２第１項の規定の適用については、第３

４条の６中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第１７条第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第３４条の

７第１項前段、第３４条の８、第３４条の

９第１項、付則第７条第１項、付則第７条

の３第１項及び付則第７条の３の２第１項

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに付則第１７条第１項の規定による市

民税の所得割の額」と、第３４条の７第１

項後段中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び付則第１７条第１項の規定によ

る市民税の所得割の額の合計額」とする。 

（３）から（５）まで （現行のとおり） （３）から（５）まで （略） 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し

た場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特

例） 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し

た場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特

例） 

第１７条の２ 昭和６３年度から令和１１年度ま

での各年度分の個人の市民税に限り、所得割の

納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲

渡所得の基因となる土地等（租税特別措置法第

３１条第１項に規定する土地等をいう。以下こ

の条において同じ。）の譲渡（同項に規定する

譲渡をいう。以下この条において同じ。）をし

た場合において、当該譲渡が優良住宅地等のた

めの譲渡（法附則第３４条の２第１項に規定す

る優良住宅地等のための譲渡をいう。）に該当

するときにおける前条第１項に規定する譲渡所

得（次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。

次項において同じ。）に係る課税長期譲渡所得

金額に対して課する市民税の所得割の額は、前

条第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げ

る場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に

相当する額とする。 

第１７条の２ 昭和６３年度から令和８年度まで

の各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納

税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡

所得の基因となる土地等（租税特別措置法第３

１条第１項に規定する土地等をいう。以下この

条において同じ。）の譲渡（同項に規定する譲

渡をいう。以下この条において同じ。）をした

場合において、当該譲渡が優良住宅地等のため

の譲渡（法附則第３４条の２第１項に規定する

優良住宅地等のための譲渡をいう。）に該当す

るときにおける前条第１項に規定する譲渡所得

（次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。

次項において同じ。）に係る課税長期譲渡所得

金額に対して課する市民税の所得割の額は、前

条第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げ

る場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に

相当する額とする。 

（１）及び（２） （現行のとおり） （１）及び（２） （略） 



２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和１１年

度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得

割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定す

る譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場

合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定

地のための譲渡（法附則第３４条の２第５項に

規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡

をいう。以下この項において同じ。）に該当す

るときにおける前条第１項に規定する譲渡所得

に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市

民税の所得割について準用する。この場合にお

いて、当該譲渡が法附則第３４条の２第１０項

の規定に該当することとなるときは、当該譲渡

は確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではな

かったものとみなす。 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和８年度

までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割

の納税義務者が前年中に前条第１項に規定する

譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合

において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地

のための譲渡（法附則第３４条の２第５項に規

定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡を

いう。以下この項において同じ。）に該当する

ときにおける前条第１項に規定する譲渡所得に

係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民

税の所得割について準用する。この場合におい

て、当該譲渡が法附則第３４条の２第１０項の

規定に該当することとなるときは、当該譲渡は

確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなか

ったものとみなす。 

３ （現行のとおり） ３ （略） 

第１７条の３ （現行のとおり） 第１７条の３ （略） 

（短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特

例） 

（短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特

例） 

第１８条 （現行のとおり） 第１８条 （略） 

２から４まで （現行のとおり） ２から４まで （略） 

５ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

５ 第１項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

（１） （現行のとおり） （１） （略） 

（２） 第３４条の６から第３４条の８まで、

第３４条の９第１項、付則第７条第１項及

び付則第７条の３第１項の規定の適用につ

いては、第３４条の６中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び付則第１８条第

１項の規定による市民税の所得割の額」と、

第３４条の７第１項前段、第３４条の８、

第３４条の９第１項、付則第７条第１項及

び付則第７条の３第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに付則第１８

条第１項の規定による市民税の所得割の

額」と、第３４条の７第１項後段中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び付則

第１８条第１項の規定による市民税の所得

割の額の合計額」とする。 

（２） 第３４条の６から第３４条の８まで、

第３４条の９第１項、付則第７条第１項、

付則第７条の３第１項及び付則第７条の３

の２第１項の規定の適用については、第３

４条の６中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第１８条第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第３４条の

７第１項前段、第３４条の８、第３４条の

９第１項、付則第７条第１項、付則第７条

の３第１項及び付則第７条の３の２第１項

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに付則第１８条第１項の規定による市

民税の所得割の額」と、第３４条の７第１

項後段中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び付則第１８条第１項の規定によ

る市民税の所得割の額の合計額」とする。 

（３）から（５）まで （現行のとおり） （３）から（５）まで （略） 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市

民税の課税の特例） 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市

民税の課税の特例） 

第１９条 （現行のとおり） 第１９条 （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 

（１） （現行のとおり） （１） （略） 

（２） 第３４条の６から第３４条の８まで、

第３４条の９第１項、付則第７条第１項及

び付則第７条の３第１項の規定の適用につ

いては、第３４条の６中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び付則第１９条第

１項の規定による市民税の所得割の額」と、

（２） 第３４条の６から第３４条の８まで、

第３４条の９第１項、付則第７条第１項、

付則第７条の３第１項及び付則第７条の３

の２第１項の規定の適用については、第３

４条の６中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第１９条第１項の規定に



第３４条の７第１項前段、第３４条の８、

第３４条の９第１項、付則第７条第１項及

び付則第７条の３第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに付則第１９

条第１項の規定による市民税の所得割の

額」と、第３４条の７第１項後段中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び付則

第１９条第１項の規定による市民税の所得

割の額の合計額」とする。 

よる市民税の所得割の額」と、第３４条の

７第１項前段、第３４条の８、第３４条の

９第１項、付則第７条第１項、付則第７条

の３第１項及び付則第７条の３の２第１項

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに付則第１９条第１項の規定による市

民税の所得割の額」と、第３４条の７第１

項後段中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び付則第１９条第１項の規定によ

る市民税の所得割の額の合計額」とする。 

（３）から（５）まで （現行のとおり） （３）から（５）まで （略） 

第１９条の２ （現行のとおり） 第１９条の２ （略） 

（先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税

の課税の特例） 

（先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税

の課税の特例） 

第２０条 （現行のとおり） 第２０条 （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 

（１） （現行のとおり） （１） （略） 

（２） 第３４条の６から第３４条の８まで、

第３４条の９第１項、付則第７条第１項及

び付則第７条の３第１項の規定の適用につ

いては、第３４条の６中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び付則第２０条第

１項の規定による市民税の所得割の額」と、

第３４条の７第１項前段、第３４条の８、

第３４条の９第１項、付則第７条第１項及

び付則第７条の３第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに付則第２０

条第１項の規定による市民税の所得割の

額」と、第３４条の７第１項後段中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び付則

第２０条第１項の規定による市民税の所得

割の額の合計額」とする。 

（２） 第３４条の６から第３４条の８まで、

第３４条の９第１項、付則第７条第１項、

付則第７条の３第１項及び付則第７条の３

の２第１項の規定の適用については、第３

４条の６中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第２０条第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第３４条の

７第１項前段、第３４条の８、第３４条の

９第１項、付則第７条第１項、付則第７条

の３第１項及び付則第７条の３の２第１項

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに付則第２０条第１項の規定による市

民税の所得割の額」と、第３４条の７第１

項後段中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び付則第２０条第１項の規定によ

る市民税の所得割の額の合計額」とする。 

（３）から（５）まで （現行のとおり） （３）から（５）まで （略） 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個

人の市民税の課税の特例） 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個

人の市民税の課税の特例） 

第２０条の２ （現行のとおり） 第２０条の２ （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 

（１） （現行のとおり） （１） （略） 

（２） 第３４条の６から第３４条の８まで、

第３４条の９第１項並びに付則第７条第１

項及び第７条の３第１項の規定の適用につ

いては、第３４条の６中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び付則第２０条の

２第１項の規定による市民税の所得割の

額」と、第３４条の７第１項前段、第３４

条の８、第３４条の９第１項並びに付則第

７条第１項及び第７条の３第１項中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並びに付

則第２０条の２第１項の規定による市民税

の所得割の額」と、第３４条の７第１項後

（２） 第３４条の６から第３４条の８まで、

第３４条の９第１項並びに付則第７条第１

項、第７条の３第１項及び第７条の３の２

第１項の規定の適用については、第３４条

の６中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び付則第２０条の２第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第３４条の

７第１項前段、第３４条の８、第３４条の

９第１項並びに付則第７条第１項、第７条

の３第１項及び第７条の３の２第１項中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額並

びに付則第２０条の２第１項の規定による



段中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び付則第２０条の２第１項の規定によ

る市民税の所得割の額の合計額」とする。 

市民税の所得割の額」と、第３４条の７第

１項後段中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第２０条の２第１項の規

定による市民税の所得割の額の合計額」と

する。 

（３）から（５）まで （現行のとおり） （３）から（５）まで （略） 

３及び４ （現行のとおり） ３及び４ （略） 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

（１） （現行のとおり） （１） （略） 

（２） 第３４条の６から第３４条の８まで、

第３４条の９第１項並びに付則第７条第１

項及び第７条の３第１項の規定の適用につ

いては、第３４条の６中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び付則第２０条の

２第３項後段の規定による市民税の所得割

の額」と、第３４条の７第１項前段、第３

４条の８、第３４条の９第１項並びに付則

第７条第１項及び第７条の３第１項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並びに

付則第２０条の２第３項後段の規定による

市民税の所得割の額」と、第３４条の７第

１項後段中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第２０条の２第３項後段

の規定による市民税の所得割の額の合計

額」とする。 

（２） 第３４条の６から第３４条の８まで、

第３４条の９第１項並びに付則第７条第１

項、第７条の３第１項及び第７条の３の２

第１項の規定の適用については、第３４条

の６中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び付則第２０条の２第３項後段の規

定による市民税の所得割の額」と、第３４

条の７第１項前段、第３４条の８、第３４

条の９第１項並びに付則第７条第１項、第

７条の３第１項及び第７条の３の２第１項

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに付則第２０条の２第３項後段の規定

による市民税の所得割の額」と、第３４条

の７第１項後段中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額及び付則第２０条の２第３

項後段の規定による市民税の所得割の額の

合計額」とする。 

（３）から（５）まで （現行のとおり） （３）から（５）まで （略） 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個

人の市民税の課税の特例） 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個

人の市民税の課税の特例） 

第２０条の３ （現行のとおり） 第２０条の３ （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 

（１） （現行のとおり） （１） （略） 

（２） 第３４条の６から第３４条の８まで、

第３４条の９第１項並びに付則第７条第１

項及び第７条の３第１項の規定の適用につ

いては、第３４条の６中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び付則第２０条の

３第１項の規定による市民税の所得割の

額」と、第３４条の７第１項前段、第３４

条の８、第３４条の９第１項並びに付則第

７条第１項及び第７条の３第１項中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並びに付

則第２０条の３第１項の規定による市民税

の所得割の額」と、第３４条の７第１項後

段中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び付則第２０条の３第１項の規定によ

る市民税の所得割の額の合計額」とする。 

（２） 第３４条の６から第３４条の８まで、

第３４条の９第１項並びに付則第７条第１

項、第７条の３第１項及び第７条の３の２

第１項の規定の適用については、第３４条

の６中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び付則第２０条の３第１項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第３４条の

７第１項前段、第３４条の８、第３４条の

９第１項並びに付則第７条第１項、第７条

の３第１項及び第７条の３の２第１項中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額並

びに付則第２０条の３第１項の規定による

市民税の所得割の額」と、第３４条の７第

１項後段中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第２０条の３第１項の規

定による市民税の所得割の額の合計額」と

する。 

（３）から（５）まで （現行のとおり） （３）から（５）まで （略） 

３及び４ （現行のとおり） ３及び４ （略） 



５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次

に定めるところによる。 

（１） （現行のとおり） （１） （略） 

（２） 第３４条の６から第３４条の８まで、

第３４条の９第１項並びに付則第７条第１

項及び第７条の３第１項の規定の適用につ

いては、第３４条の６中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び付則第２０条の

３第３項後段の規定による市民税の所得割

の額」と、第３４条の７第１項前段、第３

４条の８、第３４条の９第１項並びに付則

第７条第１項及び第７条の３第１項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並びに

付則第２０条の３第３項後段の規定による

市民税の所得割の額」と、第３４条の７第

１項後段中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び付則第２０条の３第３項後段

の規定による市民税の所得割の額の合計

額」とする。 

（２） 第３４条の６から第３４条の８まで、

第３４条の９第１項並びに付則第７条第１

項、第７条の３第１項及び第７条の３の２

第１項の規定の適用については、第３４条

の６中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額及び付則第２０条の３第３項後段の規

定による市民税の所得割の額」と、第３４

条の７第１項前段、第３４条の８、第３４

条の９第１項並びに付則第７条第１項、第

７条の３第１項及び第７条の３の２第１項

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

並びに付則第２０条の３第３項後段の規定

による市民税の所得割の額」と、第３４条

の７第１項後段中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額及び付則第２０条の３第３

項後段の規定による市民税の所得割の額の

合計額」とする。 

（３）から（５）まで （現行のとおり） （３）から（５）まで （略） 

６ （現行のとおり） ６ （略） 

第２１条から第２４条まで （現行のとおり） 第２１条から第２４条まで （略） 

 



付則第４条による改正 

東久留米市税条例等の一部を改正する条例新旧対照表 

改正案 現 行 

第１条から第４条まで （現行のとおり） 第１条から第４条まで （略） 

付 則 付 則 

第１条から第４条まで （現行のとおり） 第１条から第４条まで （略） 

第５条 平成２７年３月３１日以前に初めて道路

運送車両法第６０条第１項後段の規定による車

両番号の指定を受けた３輪以上の軽自動車に対

して課する軽自動車税に係る東久留米市税条例

第８２条及び付則第１６条の規定の適用につい

ては、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

第５条 平成２７年３月３１日以前に初めて道路

運送車両法第６０条第１項後段の規定による車

両番号の指定を受けた３輪以上の軽自動車に対

して課する軽自動車税の種別割に係る東久留米

市税条例第８２条及び付則第１６条の規定の適

用については、次の表の左欄に掲げる同条例の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。 

（現行のとおり） （略） 

 



 



議案第４８号 

 

専決処分（東久留米市都市計画税条例の一部を改正する条例）の承認について 

 

 上記の議案を提出する。 

 

  令和８年６月４日提出 

 

東久留米市長 富 田 竜 馬 

 

（提案理由） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第３項の規定により提出するものであ

る。 

 



専決第５号 

 

専決処分書 

 

東久留米市都市計画税条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１７９条第１項の規定により、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余

裕がないと認め、次のとおり専決処分する。 

 

東久留米市都市計画税条例の一部を改正する条例（別紙） 

 

理由 

地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）等が令和８年３月３１日に公

布され、同年４月１日をもって施行される。このため、東久留米市都市計画税条例の一部

を改正する条例について、同日をもって施行する必要があるため。 

 

  令和８年３月３１日 

 

東久留米市長 富 田 竜 馬 



東久留米市都市計画税条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

令和８年３月３１日 

 

東久留米市長 



東久留米市条例第１８号 

東久留米市都市計画税条例の一部を改正する条例 

東久留米市都市計画税条例（平成９年東久留米市条例第２０号）の一部を次のように改正

する。 

付則第２項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３２項」を「附則第１５条第３１項」

に改める。 

付則第３項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３７項」を「附則第１５条第３６項」

に改める。 

付則中第１９項を第２０項とし、第１８項を第１９項とする。 

付則第１７項中「第９項、第１３項から第１７項まで、第１９項、第２０項、第２４項、

第２７項、第３１項から第３３項まで、第３６項、第３７項、第４１項若しくは第４４項」

を「第８項、第１２項から第１６項まで、第１８項、第１９項、第２３項、第２６項、第３

０項から第３２項まで、第３５項、第３６項、第４０項若しくは第４３項」に改め、同項を

付則第１８項とする。 

 付則第１６項中「付則第５項及び第８項」を「付則第６項及び第９項」に、「付則第５項

及び第９項」を「付則第６項及び第１０項」に、「付則第７項、第９項及び第１０項」を「付

則第８項、第１０項及び第１１項」に、「付則第９項から第１１項まで」を「付則第１０項

から第１２項まで」に、「付則第１１項」を「付則第１２項」に、「付則第１２項から第１

４項まで」を「付則第１３項から第１５項まで」に、「付則第１３項」を「付則第１４項」

に改め、同項を付則第１７項とし、付則第１１項から第１５項までを１項ずつ繰り下げる。 

 付則第１０項中「付則第５項」を「付則第６項」に改め、同項を付則第１１項とする。 

 付則第９項中「付則第５項」を「付則第６項」に改め、同項を付則第１０項とする。 

 付則第８項中「付則第５項」を「付則第６項」に改め、同項を付則第９項とする。 

 付則第７項中「付則第５項」を「付則第６項」に改め、同項を付則第８項とし、付則中第

６項を第７項とし、第５項を第６項とする。 

 付則第４項の見出し中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に改め、同項

中「改修実演芸術公演施設」を「改修特別特定建築物」に、「高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律施行規則（平成１８年国土交通省令第１１０号）第１０条第２項

に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律（平成２４年法

律第４９号）第２条第２項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書

類」を「施行規則附則第７条の２第１項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し及び

法附則第１５条の１１第１項に規定する改修特別特定建築物に該当する旨を証する書類」に

改め、同項第３号を次のように改める。 

（３） 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令（平成１８

年政令第３７９号）第５条各号に規定する特定建築物（高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１号）第１４条第３項の条例で定め



る特定建築物を含む。）のいずれに該当するかの別 

 付則中第４項を第５項とし、第３項の次に次の１項を加える。 

（法附則第１５条の１１第１項の条例で定める割合） 

４ 法附則第１５条の１１第１項に規定する条例で定める割合は、３分の１とする。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の東久留米市都市計画税条例の規定は、

令和８年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和７年度分までの都市計画税に

ついては、なお従前の例による。 

３ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に地方税法等の一部を改正する

法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和２５年法律第２

２６号）附則第１５条の１１第１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規

定する改修実演芸術公演施設に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。 

 



東久留米市都市計画税条例新旧対照表 

改正案 現 行 

第１条から第７条まで （現行のとおり） 第１条から第７条まで （略） 

付 則 付 則 

１ （現行のとおり） １ （略） 

（法附則第１５条第３１項の条例で定める割

合） 

（法附則第１５条第３２項の条例で定める割

合） 

２ 法附則第１５条第３１項に規定する条例で定

める割合は、３分の２とする。 

２ 法附則第１５条第３２項に規定する条例で定

める割合は、３分の２とする。 

（法附則第１５条第３６項の条例で定める割

合） 

（法附則第１５条第３７項の条例で定める割

合） 

３ 法附則第１５条第３６項に規定する条例で定

める割合は、２分の１とする。 

３ 法附則第１５条第３７項に規定する条例で定

める割合は、２分の１とする。 

（法附則第１５条の１１第１項の条例で定める

割合） 

４ 法附則第１５条の１１第１項に規定する条例

で定める割合は、３分の１とする。 

 

（改修特別特定建築物に対する都市計画税の減

額の規定の適用を受けようとする者がすべき申

告） 

（改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の

減額の規定の適用を受けようとする者がすべき

申告） 

５ 法附則第１５条の１１第１項の改修特別特定

建築物について、同項の規定の適用を受けよう

とする者は、同項に規定する利便性等向上改修

工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に施行規則附則第７条の

２第１項に規定する補助に係る補助金確定通知

書の写し及び法附則第１５条の１１第１項に規

定する改修特別特定建築物に該当する旨を証す

る書類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

４ 法附則第１５条の１１第１項の改修実演芸術

公演施設について、同項の規定の適用を受けよ

うとする者は、同項に規定する利便性等向上改

修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の

移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則

（平成１８年国土交通省令第１１０号）第１０

条第２項に規定する通知書の写し及び主として

劇場、音楽堂等の活性化に関する法律（平成２

４年法律第４９号）第２条第２項に規定する実

演芸術の公演の用に供する施設である旨を証す

る書類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

（１）及び（２） （現行のとおり） （１）及び（２） （略） 

（３） 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律施行令（平成１８

年政令第３７９号）第５条各号に規定する

特定建築物（高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律（平成１８年法

律第９１号）第１４条第３項の条例で定め

る特定建築物を含む。）のいずれに該当す

るかの別 

（３） 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円

滑化の促進に関する法律施行令（平成１８

年政令第３７９号）第５条第３号に規定す

る劇場若しくは演芸場又は同条第４号に規

定する集会場若しくは公会堂のいずれに該

当するかの別 

（４）から（６）まで （現行のとおり） （４）から（６）まで （略） 

（宅地等に対して課する令和６年度から令和８

年度までの各年度分の都市計画税の特例） 

（宅地等に対して課する令和６年度から令和８

年度までの各年度分の都市計画税の特例） 

６ （現行のとおり） ５ （略） 

７ （現行のとおり） ６ （略） 

８ 付則第６項の規定の適用を受ける商業地等に

係る令和６年度から令和８年度までの各年度分

の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整

都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度

分の都市計画税の課税標準となるべき価格に１

７ 付則第５項の規定の適用を受ける商業地等に

係る令和６年度から令和８年度までの各年度分

の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整

都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度

分の都市計画税の課税標準となるべき価格に１



０分の６を乗じて得た額（当該商業地等が当該

年度分の固定資産税について法第３４９条の３

（第１８項を除く。）又は法附則第１５条から

第１５条の３までの規定の適用を受ける商業地

等であるときは、当該額にこれらの規定に定め

る率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当

該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額

とした場合における都市計画税額を超える場合

には、付則第６項の規定にかかわらず、当該都

市計画税額とする。 

０分の６を乗じて得た額（当該商業地等が当該

年度分の固定資産税について法第３４９条の３

（第１８項を除く。）又は法附則第１５条から

第１５条の３までの規定の適用を受ける商業地

等であるときは、当該額にこれらの規定に定め

る率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当

該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額

とした場合における都市計画税額を超える場合

には、付則第５項の規定にかかわらず、当該都

市計画税額とする。 

９ 付則第６項の規定の適用を受ける宅地等に係

る令和６年度から令和８年度までの各年度分の

宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都

市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の

都市計画税の課税標準となるべき価格に１０分

の２を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分

の固定資産税について法第３４９条の３（第１

８項を除く。）又は法附則第１５条から第１５

条の３までの規定の適用を受ける宅地等である

ときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗

じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の

都市計画税の課税標準となるべき額とした場合

における都市計画税額に満たない場合には、付

則第６項の規定にかかわらず、当該都市計画税

額とする。 

８ 付則第５項の規定の適用を受ける宅地等に係

る令和６年度から令和８年度までの各年度分の

宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都

市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の

都市計画税の課税標準となるべき価格に１０分

の２を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分

の固定資産税について法第３４９条の３（第１

８項を除く。）又は法附則第１５条から第１５

条の３までの規定の適用を受ける宅地等である

ときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗

じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の

都市計画税の課税標準となるべき額とした場合

における都市計画税額に満たない場合には、付

則第５項の規定にかかわらず、当該都市計画税

額とする。 

１０ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の

負担水準が０．６以上０．７以下のものに係る

令和６年度から令和８年度までの各年度分の都

市計画税の額は、付則第６項の規定にかかわら

ず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に

係る前年度分の都市計画税の課税標準額（当該

商業地等が当該年度分の固定資産税について法

第３４９条の３（第１８項を除く。）又は法附

則第１５条から第１５条の３までの規定の適用

を受ける商業地等であるときは、当該課税標準

額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）

を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税

の課税標準となるべき額とした場合における都

市計画税額（以下「商業地等据置都市計画税額」

という。）とする。 

９ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負

担水準が０．６以上０．７以下のものに係る令

和６年度から令和８年度までの各年度分の都市

計画税の額は、付則第５項の規定にかかわらず、

当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る

前年度分の都市計画税の課税標準額（当該商業

地等が当該年度分の固定資産税について法第３

４９条の３（第１８項を除く。）又は法附則第

１５条から第１５条の３までの規定の適用を受

ける商業地等であるときは、当該課税標準額に

これらの規定に定める率を乗じて得た額）を当

該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき額とした場合における都市計

画税額（以下「商業地等据置都市計画税額」と

いう。）とする。 

１１ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の

負担水準が０．７を超えるものに係る令和６年

度から令和８年度までの各年度分の都市計画税

の額は、付則第６項の規定にかかわらず、当該

商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税

標準となるべき価格に１０分の７を乗じて得た

額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税に

ついて法第３４９条の３（第１８項を除く。）

又は法附則第１５条から第１５条の３までの規

定の適用を受ける商業地等であるときは、当該

額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）

を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税

の課税標準となるべき額とした場合における都

市計画税額（以下「商業地等調整都市計画税額」

１０ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の

負担水準が０．７を超えるものに係る令和６年

度から令和８年度までの各年度分の都市計画税

の額は、付則第５項の規定にかかわらず、当該

商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税

標準となるべき価格に１０分の７を乗じて得た

額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税に

ついて法第３４９条の３（第１８項を除く。）

又は法附則第１５条から第１５条の３までの規

定の適用を受ける商業地等であるときは、当該

額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）

を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税

の課税標準となるべき額とした場合における都

市計画税額（以下「商業地等調整都市計画税額」



という。）とする。 という。）とする。 

（農地に対して課する令和６年度から令和８年

度までの各年度分の都市計画税の特例） 

（農地に対して課する令和６年度から令和８年

度までの各年度分の都市計画税の特例） 

１２ （現行のとおり） １１ （略） 

（市街化区域農地に対して課する平成６年度以

降の各年度分の都市計画税の特例） 

（市街化区域農地に対して課する平成６年度以

降の各年度分の都市計画税の特例） 

１３ （現行のとおり） １２ （略） 

１４ （現行のとおり） １３ （略） 

１５ （現行のとおり） １４ （略） 

（宅地化農地に対して課する都市計画税の納税

義務の免除等） 

（宅地化農地に対して課する都市計画税の納税

義務の免除等） 

１６ （現行のとおり） １５ （略） 

１７ 付則第６項及び第９項の「宅地等」とは法

附則第１７条第２号に、付則第６項及び第１０

項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」と

は法附則第２５条第６項において読み替えて準

用される法附則第１８条第６項に、付則第８項、

第１０項及び第１１項の「商業地等」とは法附

則第１７条第４号に、付則第１０項から第１２

項までの「負担水準」とは法附則第１７条第８

号ロに、付則第１２項の「農地」とは法附則第

１７条第１号に、付則第１１項の「前年度分の

都市計画税の課税標準額」とは法附則第２６条

第２項において読み替えて準用される法附則第

１８条第６項に、付則第１３項から第１５項ま

での「市街化区域農地」とは法附則第１９条の

２第１項に、付則第１４項の「前年度分の都市

計画税の課税標準額」とは法附則第２７条の２

第３項において読み替えて準用される法附則第

１８条第６項に規定するところによる。 

１６ 付則第５項及び第８項の「宅地等」とは法

附則第１７条第２号に、付則第５項及び第９項

の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは

法附則第２５条第６項において読み替えて準用

される法附則第１８条第６項に、付則第７項、

第９項及び第１０項の「商業地等」とは法附則

第１７条第４号に、付則第９項から第１１項ま

での「負担水準」とは法附則第１７条第８号ロ

に、付則第１１項の「農地」とは法附則第１７

条第１号に、付則第１１項の「前年度分の都市

計画税の課税標準額」とは法附則第２６条第２

項において読み替えて準用される法附則第１８

条第６項に、付則第１２項から第１４項までの

「市街化区域農地」とは法附則第１９条の２第

１項に、付則第１３項の「前年度分の都市計画

税の課税標準額」とは法附則第２７条の２第３

項において読み替えて準用される法附則第１８

条第６項に規定するところによる。 

１８ 法附則第１５条第１項、第８項、第１２項

から第１６項まで、第１８項、第１９項、第２

３項、第２６項、第３０項から第３２項まで、

第３５項、第３６項、第４０項若しくは第４３

項、第１５条の２第２項、第１５条の３又は第

６３条の規定の適用がある各年度分の都市計画

税に限り、第２条第２項中「又は第３３項」と

あるのは「若しくは第３３項又は法附則第１５

条から第１５条の３まで若しくは第６３条」と

する。 

１７ 法附則第１５条第１項、第９項、第１３項

から第１７項まで、第１９項、第２０項、第２

４項、第２７項、第３１項から第３３項まで、

第３６項、第３７項、第４１項若しくは第４４

項、第１５条の２第２項、第１５条の３又は第

６３条の規定の適用がある各年度分の都市計画

税に限り、第２条第２項中「又は第３３項」と

あるのは「若しくは第３３項又は法附則第１５

条から第１５条の３まで若しくは第６３条」と

する。 

（税率の特例） （税率の特例） 

１９ （現行のとおり） １８ （略） 

（経過措置） （経過措置） 

２０ （現行のとおり） １９ （略） 

 



議案第４９号 

 

専決処分（東久留米市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条

例）の承認について 

 

 上記の議案を提出する。 

 

  令和８年６月４日提出 

 

東久留米市長 富 田 竜 馬 

 

（提案理由） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第３項の規定により提出するものであ

る。 

 



専決第３号 

 

専決処分書 

 

東久留米市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、特に緊急を要する

ため議会を招集する時間的余裕がないと認め、次のとおり専決処分する。 

 

東久留米市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例（別紙） 

 

理由 

地方税法施行規則及び地方税法施行規則の一部を改正する等の省令の一部を改正する

省令（令和８年総務省令第４４号）が令和８年３月３１日に公布され、同年４月１日をも

って施行される。このため、東久留米市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部

を改正する条例について、公布日をもって施行する必要があるため。 

 

  令和８年３月３１日 

 

東久留米市長 富 田 竜 馬 



東久留米市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

令和８年３月３１日 

 

東久留米市長 



東久留米市条例第１６号 

東久留米市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

東久留米市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（令和８年東久留米市条例第８号）

の一部を次のように改正する。 

第２８条第３項各号列記以外の部分を改め、同項に３号を加える改正規定を次のように

改める。 

第２８条第３項各号列記以外の部分中「及び」を「並びに」に改め、「被保険者均等

割額」の次に「及び１８歳以上被保険者均等割額」を加え、同項第１号中「第２４条の

３０の５」を「第２４条の３０の６」に改め、同項に次の３号を加える。 

（７） 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得

割額 当該出産被保険者につき第１４条の２の規定により算定した所得割額の１

２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数

を乗じて得た額 

（８） 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保

険者均等割額 当該出産被保険者につき第１４条の３の規定により算定した被保

険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、そ

の減額後の被保険者均等割額）の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前産

後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

（９） 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８

歳以上被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第１４条の４の規定により算

定した１８歳以上被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するものとし

た場合にあっては、その減額後の１８歳以上被保険者均等割額）の１２分の１の

額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得

た額 

第２８条に１項を加える改正規定中「第１項、第２項又は前項」を「前３項」に改める。 

   付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



東久留米市国民健康保険税条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正案 現 行 

第２条第１項の改正規定から第２８条第２項の

改正規定まで （現行のとおり） 

第２条第１項の改正規定から第２８条第２項の

改正規定まで （略） 

第２８条第３項各号列記以外の部分中「及び」

を「並びに」に改め、「被保険者均等割額」の次

に「及び１８歳以上被保険者均等割額」を加え、

同項第１号中「第２４条の３０の５」を「第２４

条の３０の６」に改め、同項に次の３号を加える。 

第２８条第３項各号列記以外の部分中「及び」

を「、」に改め、「被保険者均等割額」の次に「及

び１８歳以上被保険者均等割額」を加え、同項に

次の３号を加える。 

（７） 国民健康保険の出産被保険者に係る子

ども・子育て支援納付金課税額の所得割額

 当該出産被保険者につき第１４条の２の

規定により算定した所得割額の１２分の１

の額に、当該出産被保険者の産前産後期間

のうち当該年度に属する月数を乗じて得た

額 

（７） 国民健康保険の出産被保険者に係る子

ども・子育て支援納付金課税額の所得割額 

当該出産被保険者につき第１４条の２の規

定により算定した所得割額の１２分の１の

額に、当該出産被保険者の産前産後期間の

うち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

（８） 国民健康保険の出産被保険者に係る子

ども・子育て支援納付金課税額の被保険者

均等割額 当該出産被保険者につき第１４

条の３の規定により算定した被保険者均等

割額（第１項に規定する金額を減額するも

のとした場合にあっては、その減額後の被

保険者均等割額）の１２分の１の額に、当

該出産被保険者の産前産後期間のうち当該

年度に属する月数を乗じて得た額 

（８） 国民健康保険の出産被保険者に係る子

ども・子育て支援納付金課税額の被保険者

均等割額 当該出産被保険者につき第１４

条の３の規定により算定した被保険者均等

割額（第１項に規定する金額を減額するも

のとした場合にあっては、その減額後の被

保険者均等割額）の１２分の１の額に、当

該出産被保険者の産前産後期間のうち当該

年度に属する月数を乗じて得た額 

（９） 国民健康保険の出産被保険者に係る子

ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以

上被保険者均等割額 当該出産被保険者に

つき第１４条の４の規定により算定した１

８歳以上被保険者均等割額（第１項に規定

する金額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額後の１８歳以上被保険者均

等割額）の１２分の１の額に、当該出産被

保険者の産前産後期間のうち当該年度に属

する月数を乗じて得た額 

（９） 国民健康保険の出産被保険者に係る子

ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以

上被保険者均等割額 当該出産被保険者に

つき第１４条の４の規定により算定した１

８歳以上被保険者均等割額（第１項に規定

する金額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額後の１８歳以上被保険者均

等割額）の１２分の１の額に、当該出産被

保険者の産前産後期間のうち当該年度に属

する月数を乗じて得た額 

 第２８条に次の１項を加える。  第２８条に次の１項を加える。 

４ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内

に１８歳に達する日以後の最初の３月３１日以

前である被保険者（以下「１８歳未満被保険者」

という。）がある場合における当該納税義務者

に対して課する子ども・子育て支援納付金課税

額の被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯

に属する１８歳未満被保険者につき算定した被

保険者均等割額（前３項に規定する金額を減額

するものとした場合にあっては、その減額後の

被保険者均等割額）に限る。）は、当該被保険

者均等割額から、当該被保険者均等割額に相当

する額を減額して得た額とする。 

４ 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内

に１８歳に達する日以後の最初の３月３１日以

前である被保険者（以下「１８歳未満被保険者」

という。）がある場合における当該納税義務者

に対して課する子ども・子育て支援納付金課税

額の被保険者均等割額（当該納税義務者の世帯

に属する１８歳未満被保険者につき算定した被

保険者均等割額（第１項、第２項又は前項に規

定する金額を減額するものとした場合にあって

は、その減額後の被保険者均等割額）に限る。）

は、当該被保険者均等割額から、当該被保険者

均等割額に相当する額を減額して得た額とす

る。 

第２９条ただし書の改正規定から付則第３項、

第４項及び第６項から第１３項までの改正規定ま

で （現行のとおり） 

第２９条ただし書の改正規定から付則第３項、

第４項及び第６項から第１３項までの改正規定ま

で （略） 

 



 



議案第５０号 

 

東久留米市立公園条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和８年６月４日提出  

 

東久留米市長 富 田 竜 馬 

 

東久留米市立公園条例の一部を改正する条例 

東久留米市立公園条例（令和８年東久留米市条例第１１号）の一部を次のように改正す

る。 

 別表第２ちゅうおう広場の項を削る。 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

市立公園の土地を地権者に返還することに伴い、規定を整備する必要がある。 

 



東久留米市立公園条例新旧対照表 

改正案 現 行 

第１条から第３２条まで （現行のとおり） 第１条から第３２条まで （略） 

別表第１ （現行のとおり） 別表第１ （略） 

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係） 

都市公園以外の公園 都市公園以外の公園 

公園の名称 位置 

かなやま第二広場の項から落合川広場の項まで  

（現行のとおり） 

 

みなみさわ第三広場の項から柳窪第三樹林地の

項まで （現行のとおり） 
 

公園の名称 位置 

かなやま第二広場の項から落合川広場の項まで 

（略） 

ちゅうおう広場 〃中央町一丁目１１５２番１ 

みなみさわ第三広場の項から柳窪第三樹林地の

項まで （略） 
 

別表第３及び別表第４ （現行のとおり） 別表第３及び別表第４ （略） 

 



議案第５１号

令 和 ８ 年 度 東 久 留 米 市 一 般 会 計 補 正 予 算



令和８年度東久留米市一般会計補正予算（第２号）

　令和８年度東久留米市の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。

 （歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２４１，９１１千円を追加し、歳

　入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５４，２０２，２４７千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

　歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

令和８年６月４日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　東久留米市長　　富 田　竜 馬
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第１ 補
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18 繰入金 1,850,783 54,254 1,905,037
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歳

千円

- 3 -

入

14 国庫支出金

歳

10,396,544

出

187,657 10,

予

584,201

算



出

9 4,022,848

款 項

4 衛生費 3,5

補

79,502 22,5

正

01 3,602,00

前

3

の

3 清掃費 2,

額

066,199 22,

補

501 2,088,7

　

00

正

6 農林業費

　

74,456 29,5

額

82 104,038

計

千

1 農業費 74,4

円

56 29,582 10

千

4,038

円

7 商

千

工費 201,983 1

円

56,426 358,

-

409

 

1 商工費

4

201,983 156

 

,426 358,40

-

9

8 土木費 3,936,658 19,679 3,956,337

4 都市計画費 2,108,949

2

19,679 2,12

総

8,628

務

9 消

費

防費 1,587,86

5

6 8,954 1,59

,

6,820

1

1 消

5

防費 1,587,86

1

6 8,954 1,59

,

6,820

6

歳

7

　　　　　 出　　　

1

　　 合　　　　　 

4

計 53,960,33

,

6 241,911 54

7

,202,247

69 5,156,440

歳

1 総務管理費 4,0

　

18,079 4,76



令和８年度東久留米市一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書
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 1 総務費補助金 202,394 187,657 390,051
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議案第５２号 

 

東久留米市税条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和８年６月４日提出 

 

東久留米市長 富 田 竜 馬 

 

東久留米市税条例の一部を改正する条例 

東久留米市税条例（平成９年東久留米市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

第３４条の７第２項中「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は第４項」

に改める。 

第３６条の２第１項ただし書中「及び第３６条の３の３第１項」を「並びに第３６条の

３の３第１項及び第２項第４号」に改める。 

第３６条の３の２第１項第２号中「除き、」を「除く。次条第１項第２号において同じ。）

（」に改め、「。次条第１項において同じ」を削り、同条第５項中「次条第４項」を「次

条第５項」に改める。 

第３６条の３の３第１項を次のように改める。 

次に掲げる者（以下この条において「公的年金等受給者」という。） は、公的年金等

支払者（所得税法第２０３条の６第１項に規定する申告書の提出の際に経由すべき同項

に規定する公的年金等（以下この項において「公的年金等」という。）の支払者をいう。

以下この条において同じ。）から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、

施行規則で定めるところにより、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的

年金等支払者を経由して、 市長に提出しなければならない。 

（１） 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に規定する申告書を提出しな

ければならない者 

（２） 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受け

るものを除く。）の支払を受ける第２３条第１項第１号に掲げる者であって、特定

配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金額が９００万円以下であるものに限る。）

の自己と生計を一にする配偶者（合計所得金額が９５万円以下であるものに限る。）

をいう。次号及び次項第３号において同じ。）（退職手当等（第５３条の２に規定

する退職手当等に限る。以下この号において同じ。）に係る所得を有する者に限る。）

又は扶養親族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職手当等に係

る所得を有する者に限る。）若しくは特定親族（退職手当等に係る所得を有する者



であって、合計所得金額が８５万円以下であるものに限る。）を有する者 

（３） 法の施行地において公的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受け

るものに限る。）の支払を受ける第２３条第１項第１号に掲げる者（当該年中に支

払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受ける

べき日の前日の現況において令第４８条の９の７の３に定める金額に満たない者を

除く。）であって、障害者、寡婦若しくはひとり親に該当する者又は特定配偶者若

しくは扶養親族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親族に限る。）若しくは特

定親族（合計所得金額が８５万円以下であるものに限る。）を有する者 

第３６条の３の３第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条第６項とし、同

条第４項中「第４８条の９の７の３」を「第４８条の９の８」に改め、同項を同条第５項

とし、同条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項」に、「法第３１

７条の３の３第１項の規定による申告書に」を「同条第１項の規定による申告書に」に、

「法第３１７条の３の３第１項の規定による申告書を提出する」を「同条第１項の規定に

よる申告書を提出する」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加

える。 

２ 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。 

（１） 公的年金等支払者の名称 

（２） 公的年金等受給者が、法第３１４条の２第１項第６号に規定する特別障害者又

はその他の障害者に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡婦又は

ひとり親に該当する場合にはその旨 

（３） 特定配偶者の氏名 

（４） 扶養親族又は特定親族の氏名 

（５） その他施行規則で定める事項 

第６３条中「が土地」の次に「又は家屋」を加え、「、家屋にあっては２０万円」を削

り、「１５０万円」を「１８０万円」に改める。 

付則第６条中「から令和９年度まで」を「以後」に改める。 

付則第７条の３第１項中「令和２０年度」を「令和２５年度」に、「令和７年」を「令

和１２年」に改める。 

付則第７条の４中「又は付則第２０条第１項」を「、付則第１９条の３第１項又は付則

第２０条第１項」に、「附則第５条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は第４項」

に改める。 

付則第９条の２中「附則第７条の２第４項」の次に「（法附則第７条の３第３項又は第

４項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）」を加える。 

付則第１７条の２第２項中「附則第３４条の２第５項」を「附則第３４条の２第６項」

に、「附則第３４条の２第１０項」を「附則第３４条の２第１２項」に改め、同条に次の

１項を加える。 



４ 第１項（第２項において準用する場合を含む。）の場合において、所得割の納税義務

者が、租税特別措置法第３１条の２第２項第１３号から第１５号までに掲げる土地等の

譲渡に該当するものをしたときにおけるその譲渡をした土地等がその譲渡をした時にお

いて地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項の地すべり防止区域、

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１

項の急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関

する法律（平成１２年法律第５７号）第９条第１項の土砂災害特別警戒区域又は特定都

市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号）第５６条第１項の浸水被害防止区域

内にあるときは、当該土地等の譲渡は、第１項又は第２項に規定する優良住宅地等のた

めの譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。 

付則第１９条の２の次に次の１条を加える。 

（特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例） 

第１９条の３ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第３８条の２第

１項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡

所得及び雑所得については、第３３条第１項及び第２項並びに第３４条の３の規定にか

かわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所

得の金額として令附則第１８条の６の４で定めるところにより計算した金額（以下この

項において「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」という。）に対し、特定暗号資産

に係る課税譲渡所得等の金額（特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額（次項第１号の規

定により読み替えて適用される第３４条の２の規定の適用がある場合には、その適用後

の金額）をいう。）の１００分の４に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 

（１） 第３４条の２の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総

所得金額、付則第１９条の３第１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金

額」とする。 

（２） 第３４条の６から第３４条の８まで、第３４条の９第１項、付則第７条第１項

及び付則第７条の３第１項の規定の適用については、第３４条の６中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び付則第１９条の３第１項の規定による市民税の所得割

の額」と、第３４条の７第１項前段、第３４条の８、第３４条の９第１項、付則第

７条第１項及び付則第７条の３第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並

びに付則第１９条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」と、第３４条の７

第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第１９条の３第１項

の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。 

（３） 第３５条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は付則第１９条の３第１項に規定する特定暗号資産に係る譲

渡所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若し



くは付則第１９条の３第１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」と

する。 

（４） 付則第５条の規定の適用については、同条第１項中「山林所得金額」とあるの

は「山林所得金額並びに付則第１９条の３第１項に規定する特定暗号資産に係る譲

渡所得等の金額」と、同条第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに

付則第１９条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」とする。 

付 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和９年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

（１） 第６３条の改正規定及び付則第３条の規定 令和９年４月１日 

（２） 第３４条の７第２項の改正規定並びに付則第７条の４の改正規定（「附則第５

条の６第２項」を「附則第５条の６第３項又は第４項」に改める部分に限る。）、

付則第９条の２の改正規定及び付則第１７条の２の改正規定並びに次条第４項の規

定 令和１０年１月１日 

（３） 付則第７条の４の改正規定（前号に掲げる改正規定を除く。）及び付則第１９

条の２の次に１条を加える改正規定並びに次条第３項及び第５項の規定 金融商品

取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律（令和８年法律第   号）

の施行の日の属する年の翌々年の１月１日施行 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の東久留米市税条例（以下「新条例」という。）第３６条

の３の３第１項及び第２項の規定は、この条例の施行の日以後に支払を受けるべき公的

年金等について提出する新条例第３６条の３の３第１項の規定による申告書について適

用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出したこの条例による改正前の

東久留米市税条例第３６条の３の３第１項の規定による申告書については、なお従前の

例による。 

２ 新条例付則第７条の３第１項及び第２項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が令

和８年１月１日以後に所得税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第１２号。以下

この項において「所得税法等改正法」という。）第７条の規定による改正後の租税特別

措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条第１項に規定する居住用家屋（同条第１６

項の規定により同条第１項に規定する居住用家屋とみなされる同条第１６項に規定する

特例居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅（同条第１７項の規定により同条第１項に

規定する既存住宅とみなされる同条第１７項に規定する特例既存住宅及び同条第３５項

の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第３５項に規定する要耐

震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（同条第１７項の規定により同条第

１項に規定する増改築等をした家屋とみなされる同条第１７項に規定する特例増改築等



をした家屋を含み、当該増改築等又は当該特例増改築等に係る部分に限る。）又は同条

第６項に規定する認定住宅等（同条第１８項の規定により同条第６項に規定する認定住

宅等とみなされる同条第１８項に規定する特例認定住宅等を含む。）を同条第１項の定

めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、市民税の所得割の納

税義務者が同日前に所得税法等改正法第７条の規定による改正前の租税特別措置法第４

１条第１項に規定する居住用家屋（同条第２０項の規定により同条第１項に規定する居

住用家屋とみなされる同条第２０項に規定する特例居住用家屋を含む。）若しくは既存

住宅（同条第３５項の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第３

５項に規定する要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（当該増改築等

に係る部分に限る。）又は同条第１０項に規定する認定住宅等（同条第２１項の規定に

より同条第１０項に規定する認定住宅等とみなされる同条第２１項に規定する特例認定

住宅等を含む。）を同条第１項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合に

ついては、なお従前の例による。 

３ 前条第３号に掲げる規定による改正後の東久留米市税条例付則第７条の４の規定は、

同号に掲げる規定の施行の日（以下この項及び第５項において「３号施行日」という。）

の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、３号施行日の属す

る年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

４ 前条第２号に掲げる規定による改正後の東久留米市税条例付則第１７条の２第４項の

規定は、市民税の所得割の納税義務者が同号に掲げる規定の施行の日以後に行う同条第

１項の土地等の譲渡について適用する。 

５ 前条第３号に掲げる規定による改正後の東久留米市税条例付則第１９条の３の規定は、

３号施行日の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 付則第１条第１号に掲げる規定による改正後の東久留米市税条例第６３条の規定

は、令和９年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和８年度分までの固定資

産税については、なお従前の例による。 

 

 

（提案理由） 

 地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）等の施行に伴い、規定を整備

する必要がある。 



東久留米市税条例新旧対照表 

改正案 現 行 

第１条から第３４条の６まで （現行のとおり） 第１条から第３４条の６まで （略） 

（寄附金税額控除） （寄附金税額控除） 

第３４条の７ （現行のとおり） 第３４条の７ （略） 

２ 前項の特例控除額は、法第３１４条の７第１

１項（法附則第５条の６第３項又は第４項の規

定により読み替えて適用される場合を含む。）

に定めるところにより計算した金額とする。 

２ 前項の特例控除額は、法第３１４条の７第１

１項（法附則第５条の６第２項の規定により読

み替えて適用される場合を含む。）に定めると

ころにより計算した金額とする。 

第３４条の８から第３６条まで （現行のとおり） 第３４条の８から第３６条まで （略） 

（市民税の申告） （市民税の申告） 

第３６条の２ 第２３条第１項第１号に掲げる者

は、３月１５日までに、施行規則第５号の４様

式（別表）による申告書を市長に提出しなけれ

ばならない。ただし、法第３１７条の６第１項

又は第４項の規定により給与支払報告書又は公

的年金等支払報告書を提出する義務がある者か

ら１月１日現在において給与又は公的年金等の

支払を受けている者で前年中において給与所得

以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所

得を有しなかったもの（公的年金等に係る所得

以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除

額（令第４８条の９の７に規定するものを除

く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生命保

険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除

額、配偶者特別控除額（所得割の納税義務者（前

年の合計所得金額が９００万円以下であるもの

に限る。）の法第３１４条の２第１項第１０号

の２に規定する自己と生計を一にする配偶者

（前年の合計所得金額が９５万円以下であるも

のに限る。）で控除対象配偶者に該当しないも

のに係るものを除く。）、法第３１４条の２第

４項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特

別控除額（特定親族（同条第１項第１２号に規

定する特定親族をいう。第３６条の３の２第１

項第３号並びに第３６条の３の３第１項及び第

２項第４号において同じ。）（前年の合計所得

金額が８５万円以下であるものに限る。）に係

るものを除く。）の控除又はこれらと併せて雑

損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第３

１３条第８項に規定する純損失の金額の控除、

同条第９項に規定する純損失若しくは雑損失の

金額の控除若しくは第３４条の７の規定により

控除すべき金額（以下この条において「寄附金

税額控除額」という。）の控除を受けようとす

るものを除く。以下この条において「給与所得

等以外の所得を有しなかった者」という。）及

び第２４条第２項に規定する者（施行規則第２

条の２第１項の表の上欄の（２）に掲げる者を

除く。）については、この限りでない。 

第３６条の２ 第２３条第１項第１号に掲げる者

は、３月１５日までに、施行規則第５号の４様

式（別表）による申告書を市長に提出しなけれ

ばならない。ただし、法第３１７条の６第１項

又は第４項の規定により給与支払報告書又は公

的年金等支払報告書を提出する義務がある者か

ら１月１日現在において給与又は公的年金等の

支払を受けている者で前年中において給与所得

以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所

得を有しなかったもの（公的年金等に係る所得

以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除

額（令第４８条の９の７に規定するものを除

く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生命保

険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除

額、配偶者特別控除額（所得割の納税義務者（前

年の合計所得金額が９００万円以下であるもの

に限る。）の法第３１４条の２第１項第１０号

の２に規定する自己と生計を一にする配偶者

（前年の合計所得金額が９５万円以下であるも

のに限る。）で控除対象配偶者に該当しないも

のに係るものを除く。）、法第３１４条の２第

４項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特

別控除額（特定親族（同条第１項第１２号に規

定する特定親族をいう。第３６条の３の２第１

項第３号及び第３６条の３の３第１項において

同じ。）（前年の合計所得金額が８５万円以下

であるものに限る。）に係るものを除く。）の

控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医

療費控除額の控除、法第３１３条第８項に規定

する純損失の金額の控除、同条第９項に規定す

る純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは

第３４条の７の規定により控除すべき金額（以

下この条において「寄附金税額控除額」という。）

の控除を受けようとするものを除く。以下この

条において「給与所得等以外の所得を有しなか

った者」という。）及び第２４条第２項に規定

する者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄

の（２）に掲げる者を除く。）については、こ

の限りでない。 

２から９まで （現行のとおり） ２から９まで （略） 

第３６条の３ （現行のとおり） 第３６条の３ （略） 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等 （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等



申告書） 申告書） 

第３６条の３の２ 所得税法第１９４条第１項の

規定により同項に規定する申告書を提出しなけ

ればならない者（以下この条において「給与所

得者」という。）で市内に住所を有するものは、

当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定

する給与等の支払者（以下この条において「給

与支払者」という。）から毎年最初に給与の支

払を受ける日の前日までに、施行規則で定める

ところにより、次に掲げる事項を記載した申告

書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出

しなければならない。 

第３６条の３の２ 所得税法第１９４条第１項の

規定により同項に規定する申告書を提出しなけ

ればならない者（以下この条において「給与所

得者」という。）で市内に住所を有するものは、

当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定

する給与等の支払者（以下この条において「給

与支払者」という。）から毎年最初に給与の支

払を受ける日の前日までに、施行規則で定める

ところにより、次に掲げる事項を記載した申告

書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出

しなければならない。 

（１） （現行のとおり） （１） （略） 

（２） 所得割の納税義務者（合計所得金額が

１，０００万円以下であるものに限る。）

の自己と生計を一にする配偶者（法第３１

３条第３項に規定する青色事業専従者に該

当するもので同項に規定する給与の支払を

受けるもの及び同条第４項に規定する事業

専従者に該当するものを除く。次条第１項

第２号において同じ。）（合計所得金額が

１３３万円以下であるものに限る。）の氏

名 

（２） 所得割の納税義務者（合計所得金額が

１，０００万円以下であるものに限る。）

の自己と生計を一にする配偶者（法第３１

３条第３項に規定する青色事業専従者に該

当するもので同項に規定する給与の支払を

受けるもの及び同条第４項に規定する事業

専従者に該当するものを除き、合計所得金

額が１３３万円以下であるものに限る。次

条第１項において同じ。）の氏名 

（３）及び（４） （現行のとおり） （３）及び（４） （略） 

２から４まで （現行のとおり） ２から４まで （略） 

５ 給与所得者は、第１項及び第３項の規定によ

る申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が

令第４８条の９の７の２において準用する令第

８条の２の２に規定する要件を満たす場合に

は、施行規則で定めるところにより、当該申告

書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当

該申告書に記載すべき事項を電磁的方法（電子

情報処理組織を使用する方法その他の情報通信

の技術を利用する方法であって施行規則で定め

るものをいう。次条第５項及び第５３条の９第

３項において同じ。）により提供することがで

きる。 

５ 給与所得者は、第１項及び第３項の規定によ

る申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が

令第４８条の９の７の２において準用する令第

８条の２の２に規定する要件を満たす場合に

は、施行規則で定めるところにより、当該申告

書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当

該申告書に記載すべき事項を電磁的方法（電子

情報処理組織を使用する方法その他の情報通信

の技術を利用する方法であって施行規則で定め

るものをいう。次条第４項及び第５３条の９第

３項において同じ。）により提供することがで

きる。 

６ （現行のとおり） ６ （略） 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養

親族等申告書） 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養

親族等申告書） 

第３６条の３の３ 次に掲げる者（以下この条に

おいて「公的年金等受給者」という。） は、公

的年金等支払者（所得税法第２０３条の６第１

項に規定する申告書の提出の際に経由すべき同

項に規定する公的年金等（以下この項において

「公的年金等」という。）の支払者をいう。以

下この条において同じ。）から毎年最初に公的

年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規

則で定めるところにより、次項各号に掲げる事

項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者

を経由して、 市長に提出しなければならない。 

（１） 所得税法第２０３条の６第１項の規定

により同項に規定する申告書を提出しなけ

第３６条の３の３ 所得税法第２０３条の６第１

項の規定により同項に規定する申告書を提出し

なければならない者又は法の施行地において同

項に規定する公的年金等（所得税法第２０３条

の７の規定の適用を受けるものを除く。以下こ

の項において「公的年金等」という。）の支払

を受ける者であって、特定配偶者（所得割の納

税義務者（合計所得金額が９００万円以下であ

るものに限る。）の自己と生計を一にする配偶

者（退職手当等（第５３条の２に規定する退職

手当等に限る。以下この項において同じ。）に

係る所得を有する者であって、合計所得金額が

９５万円以下であるものに限る。）をいう。第



ればならない者 

（２） 法の施行地において公的年金等（所得

税法第２０３条の７の規定の適用を受ける

ものを除く。）の支払を受ける第２３条第

１項第１号に掲げる者であって、特定配偶

者（所得割の納税義務者（合計所得金額が

９００万円以下であるものに限る。）の自

己と生計を一にする配偶者（合計所得金額

が９５万円以下であるものに限る。）をい

う。次号及び次項第３号において同じ。）

（退職手当等（第５３条の２に規定する退

職手当等に限る。以下この号において同

じ。）に係る所得を有する者に限る。）又

は扶養親族（年齢１６歳未満の者又は控除

対象扶養親族であって退職手当等に係る所

得を有する者に限る。）若しくは特定親族

（退職手当等に係る所得を有する者であっ

て、合計所得金額が８５万円以下であるも

のに限る。）を有する者 

（３） 法の施行地において公的年金等（所得

税法第２０３条の７の規定の適用を受ける

ものに限る。）の支払を受ける第２３条第

１項第１号に掲げる者（当該年中に支払を

受けるべき当該公的年金等の額がその年最

初に当該公的年金等の支払を受けるべき日

の前日の現況において令第４８条の９の７

の３に定める金額に満たない者を除く。）

であって、障害者、寡婦若しくはひとり親

に該当する者又は特定配偶者若しくは扶養

親族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶

養親族に限る。）若しくは特定親族（合計

所得金額が８５万円以下であるものに限

る。）を有する者 

２号において同じ。）又は扶養親族（年齢１６

歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職

手当等に係る所得を有する者に限る。）若しく

は特定親族（退職手当等に係る所得を有する者

であって、合計所得金額が８５万円以下である

ものに限る。）を有する者（以下この条におい

て「公的年金等受給者」という。）で市内に住

所を有するものは、当該申告書の提出の際に経

由すべき所得税法第２０３条の６第１項に規定

する公的年金等の支払者（以下この条において

「公的年金等支払者」という。）から毎年最初

に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、

施行規則で定めるところにより、次に掲げる事

項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者

を経由して、市長に提出しなければならない。 

（１） 当該公的年金等支払者の名称 

（２） 特定配偶者の氏名 

（３） 扶養親族又は特定親族の氏名 

（４） その他施行規則で定める事項 

２ 前項の規定による申告書の記載事項は、次に

掲げる事項とする。 

（１） 公的年金等支払者の名称 

（２） 公的年金等受給者が、法第３１４条の

２第１項第６号に規定する特別障害者又は

その他の障害者に該当する場合にはその旨

及びその該当する事実並びに寡婦又はひと

り親に該当する場合にはその旨 

（３） 特定配偶者の氏名 

（４） 扶養親族又は特定親族の氏名 

（５） その他施行規則で定める事項 

 

３ 第１項又は法第３１７条の３の３第１項の規

定による申告書を公的年金等支払者を経由して

提出する場合において、当該申告書に記載すべ

き事項がその年の前年において当該公的年金等

支払者を経由して提出した第１項又は同条第１

項の規定による申告書に記載した事項と異動が

ないときは、公的年金等受給者は、当該公的年

金等支払者が所得税法第２０３条の６第２項に

規定する国税庁長官の承認を受けている場合に

限り、施行規則で定めるところにより、第１項

２ 前項又は法第３１７条の３の３第１項の規定

による申告書を公的年金等支払者を経由して提

出する場合において、当該申告書に記載すべき

事項がその年の前年において当該公的年金等支

払者を経由して提出した前項又は法第３１７条

の３の３第１項の規定による申告書に記載した

事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、

当該公的年金等支払者が所得税法第２０３条の

６第２項に規定する国税庁長官の承認を受けて

いる場合に限り、施行規則で定めるところによ



又は法第３１７条の３の３第１項の規定により

記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記

載した第１項又は同条第１項の規定による申告

書を提出することができる。 

り、前項又は法第３１７条の３の３第１項の規

定により記載すべき事項に代えて当該異動がな

い旨を記載した前項又は法第３１７条の３の３

第１項の規定による申告書を提出することがで

きる。 

４ （現行のとおり） ３ （略） 

５ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申

告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者

が令第４８条の９の８において準用する令第８

条の２の２に規定する要件を満たす場合には、

施行規則で定めるところにより、当該申告書の

提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、

当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法によ

り提供することができる。 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申

告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者

が令第４８条の９の７の３において準用する令

第８条の２の２に規定する要件を満たす場合に

は、施行規則で定めるところにより、当該申告

書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対

し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法

により提供することができる。 

６ 前項の規定の適用がある場合における第４項

の規定の適用については、同項中「申告書が」

とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、

「公的年金等支払者に受理されたとき」とある

のは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」

と、「受理された日」とあるのは「提供を受け

た日」とする。 

５ 前項の規定の適用がある場合における第３項

の規定の適用については、同項中「申告書が」

とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、

「公的年金等支払者に受理されたとき」とある

のは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」

と、「受理された日」とあるのは「提供を受け

た日」とする。 

第３６条の４から第６２条まで （現行のとおり） 第３６条の４から第６２条まで （略） 

（固定資産税の免税点） （固定資産税の免税点） 

第６３条 同一の者についてその者の所有に係る

土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資

産税の課税標準となるべき額が土地又は家屋に

あっては３０万円、償却資産にあっては１８０

万円に満たない場合においては、固定資産税を

課さない。 

第６３条 同一の者についてその者の所有に係る

土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資

産税の課税標準となるべき額が土地にあっては

３０万円、家屋にあっては２０万円、償却資産

にあっては１５０万円に満たない場合において

は、固定資産税を課さない。 

第６３条の２から第１４９条まで （現行のとお

り） 

第６３条の２から第１４９条まで （略） 

付 則 付 則 

第１条から第５条の２まで （現行のとおり） 第１条から第５条の２まで （略） 

（特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の

医療費控除の特例） 

（特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の

医療費控除の特例） 

第６条 平成３０年度以後の各年度分の個人の市

民税に限り、法附則第４条の５第３項の規定に

該当する場合における第３４条の２の規定によ

る控除については、その者の選択により、同条

中「同条第１項」とあるのは「同条第１項（第

２号を除く。）」と、「まで」とあるのは「ま

で並びに法附則第４条の５第３項の規定により

読み替えて適用される法第３１４条の２第１項

（第２号に係る部分に限る。）」として、同条

の規定を適用することができる。 

第６条 平成３０年度から令和９年度までの各年

度分の個人の市民税に限り、法附則第４条の５

第３項の規定に該当する場合における第３４条

の２の規定による控除については、その者の選

択により、同条中「同条第１項」とあるのは「同

条第１項（第２号を除く。）」と、「まで」と

あるのは「まで並びに法附則第４条の５第３項

の規定により読み替えて適用される法第３１４

条の２第１項（第２号に係る部分に限る。）」

として、同条の規定を適用することができる。 

第７条及び第７条の２ （現行のとおり） 第７条及び第７条の２ （略） 

（個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除） （個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除） 

第７条の３ 平成２２年度から令和２５年度まで

の各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納

税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置

法第４１条又は第４１条の２の２の規定の適用

を受けた場合（同法第４１条第１項に規定する

居住年が平成２１年から令和１２年までの各年

第７条の３ 平成２２年度から令和２０年度まで

の各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納

税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置

法第４１条又は第４１条の２の２の規定の適用

を受けた場合（同法第４１条第１項に規定する

居住年が平成２１年から令和７年までの各年で



である場合に限る。）には、法附則第５条の４

第５項（同条第７項の規定により読み替えて適

用される場合を含む。）に規定するところによ

り控除すべき額を、当該納税義務者の第３４条

の３及び第３４条の６の規定を適用した場合の

所得割の額から控除する。 

ある場合に限る。）には、法附則第５条の４第

５項（同条第７項の規定により読み替えて適用

される場合を含む。）に規定するところにより

控除すべき額を、当該納税義務者の第３４条の

３及び第３４条の６の規定を適用した場合の所

得割の額から控除する。 

２ （現行のとおり） ２ （略） 

（寄附金税額控除における特例控除額の特例） （寄附金税額控除における特例控除額の特例） 

第７条の４ 第３４条の７の規定の適用を受ける

市民税の所得割の納税義務者が、法第３１４条

の７第１１項第２号若しくは第３号に掲げる場

合に該当する場合又は第３４条の３第２項に規

定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び

課税山林所得金額を有しない場合であって、当

該納税義務者の前年中の所得について、付則第

１６条の３第１項、付則第１６条の４第１項、

付則第１７条第１項、付則第１８条第１項、付

則第１９条第１項、付則第１９条の２第１項、

付則第１９条の３第１項又は付則第２０条第１

項の規定の適用を受けるときは、第３４条の７

第２項に規定する特例控除額は、同項の規定に

かかわらず、法附則第５条の５第２項（法附則

第５条の６第３項又は第４項の規定により読み

替えて適用される場合を含む。）に定めるとこ

ろにより計算した金額とする。 

第７条の４ 第３４条の７の規定の適用を受ける

市民税の所得割の納税義務者が、法第３１４条

の７第１１項第２号若しくは第３号に掲げる場

合に該当する場合又は第３４条の３第２項に規

定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び

課税山林所得金額を有しない場合であって、当

該納税義務者の前年中の所得について、付則第

１６条の３第１項、付則第１６条の４第１項、

付則第１７条第１項、付則第１８条第１項、付

則第１９条第１項、付則第１９条の２第１項又

は付則第２０条第１項の規定の適用を受けると

きは、第３４条の７第２項に規定する特例控除

額は、同項の規定にかかわらず、法附則第５条

の５第２項（法附則第５条の６第２項の規定に

より読み替えて適用される場合を含む。）に定

めるところにより計算した金額とする。 

第７条の５から第９条まで （現行のとおり） 第７条の５から第９条まで （略） 

第９条の２ 当分の間、所得割の納税義務者が前

年中に特例控除対象寄附金を支出し、かつ、当

該納税義務者について前条第３項の規定による

申告特例通知書の送付があった場合（法附則第

７条第１３項の規定によりなかったものとみな

される場合を除く。）には、法附則第７条の２

第４項（法附則第７条の３第３項又は第４項の

規定により読み替えて適用される場合を含む。）

に規定するところにより控除すべき額を、第３

４条の７第１項及び第２項の規定を適用した場

合の所得割の額から控除するものとする。 

第９条の２ 当分の間、所得割の納税義務者が前

年中に特例控除対象寄附金を支出し、かつ、当

該納税義務者について前条第３項の規定による

申告特例通知書の送付があった場合（法附則第

７条第１３項の規定によりなかったものとみな

される場合を除く。）には、法附則第７条の２

第４項に規定するところにより控除すべき額

を、第３４条の７第１項及び第２項の規定を適

用した場合の所得割の額から控除するものとす

る。 

第１０条から第１７条まで （現行のとおり） 第１０条から第１７条まで （略） 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し

た場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特

例） 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し

た場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特

例） 

第１７条の２ （現行のとおり） 第１７条の２ （略） 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和１１年

度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得

割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定す

る譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場

合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定

地のための譲渡（法附則第３４条の２第６項に

規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡

をいう。以下この項において同じ。）に該当す

るときにおける前条第１項に規定する譲渡所得

に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市

民税の所得割について準用する。この場合にお

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和１１年

度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得

割の納税義務者が前年中に前条第１項に規定す

る譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場

合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定

地のための譲渡（法附則第３４条の２第５項に

規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡

をいう。以下この項において同じ。）に該当す

るときにおける前条第１項に規定する譲渡所得

に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市

民税の所得割について準用する。この場合にお



いて、当該譲渡が法附則第３４条の２第１２項

の規定に該当することとなるときは、当該譲渡

は確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではな

かったものとみなす。 

いて、当該譲渡が法附則第３４条の２第１０項

の規定に該当することとなるときは、当該譲渡

は確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではな

かったものとみなす。 

３ （現行のとおり） ３ （略） 

４ 第１項（第２項において準用する場合を含

む。）の場合において、所得割の納税義務者が、

租税特別措置法第３１条の２第２項第１３号か

ら第１５号までに掲げる土地等の譲渡に該当す

るものをしたときにおけるその譲渡をした土地

等がその譲渡をした時において地すべり等防止

法（昭和３３年法律第３０号）第３条第１項の

地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害

の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）

第３条第１項の急傾斜地崩壊危険区域、土砂災

害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進

に関する法律（平成１２年法律第５７号）第９

条第１項の土砂災害特別警戒区域又は特定都市

河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号）

第５６条第１項の浸水被害防止区域内にあると

きは、当該土地等の譲渡は、第１項又は第２項

に規定する優良住宅地等のための譲渡又は確定

優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しない

ものとみなす。 

 

第１７条の３から第１９条の２まで （現行のと

おり） 

第１７条の３から第１９条の２まで （略） 

（特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る個人の

市民税の課税の特例） 

第１９条の３ 当分の間、所得割の納税義務者が

前年中に租税特別措置法第３８条の２第１項に

規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有す

る場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所

得については、第３３条第１項及び第２項並び

に第３４条の３の規定にかかわらず、他の所得

と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡

所得の金額及び雑所得の金額として令附則第１

８条の６の４で定めるところにより計算した金

額（以下この項において「特定暗号資産に係る

譲渡所得等の金額」という。）に対し、特定暗

号資産に係る課税譲渡所得等の金額（特定暗号

資産に係る譲渡所得等の金額（次項第１号の規

定により読み替えて適用される第３４条の２の

規定の適用がある場合には、その適用後の金額）

をいう。）の１００分の４に相当する金額に相

当する市民税の所得割を課する。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定め

るところによる。 

（１） 第３４条の２の規定の適用については、

同条中「総所得金額」とあるのは、「総所

得金額、付則第１９条の３第１項に規定す

る特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」

とする。 

（２） 第３４条の６から第３４条の８まで、

第３４条の９第１項、付則第７条第１項及

 



び付則第７条の３第１項の規定の適用につ

いては、第３４条の６中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び付則第１９条の

３第１項の規定による市民税の所得割の

額」と、第３４条の７第１項前段、第３４

条の８、第３４条の９第１項、付則第７条

第１項及び付則第７条の３第１項中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並びに付

則第１９条の３第１項の規定による市民税

の所得割の額」と、第３４条の７第１項後

段中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び付則第１９条の３第１項の規定によ

る市民税の所得割の額の合計額」とする。 

（３） 第３５条の規定の適用については、同

条中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は付則第１９条の３

第１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡

所得等の金額」と、「若しくは山林所得金

額」とあるのは「、山林所得金額若しくは

付則第１９条の３第１項に規定する特定暗

号資産に係る譲渡所得等の金額」とする。 

（４） 付則第５条の規定の適用については、

同条第１項中「山林所得金額」とあるのは

「山林所得金額並びに付則第１９条の３第

１項に規定する特定暗号資産に係る譲渡所

得等の金額」と、同条第２項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに付則第

１９条の３第１項の規定による市民税の所

得割の額」とする。 

第２０条から第２４条まで （現行のとおり） 第２０条から第２４条まで （略） 

 



議案第５３号 

 

東久留米市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

  令和８年６月４日提出 

 

東久留米市長 富 田 竜 馬 

 

東久留米市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例 

東久留米市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例（令和２年東久留米市条例第１

５号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第２４３条の２の７第１項」を「第２４３条の２の８第１項」に、「第２４３

条の２の８第３項」を「第２４３条の２の９第３項」に改める。 

第３条（見出しを含む。）中「第２４３条の２の７第１項」を「第２４３条の２の８第１

項」に改める。 

付 則 

 この条例は、令和８年９月２４日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

 地方自治法の一部を改正する法律（令和６年法律第６５号）の施行に伴い、規定を整備す

る必要がある。 

 



東久留米市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例新旧対照表 

改正案 現 行 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号。以下「法」という。）第２４３条

の２の８第１項の規定に基づき、東久留米市（以

下「市」という。）の市長、委員会の委員若し

くは委員又は職員（法第２４３条の２の９第３

項の規定による賠償の命令の対象となる者を除

く。以下「市長等」という。）の市に対する損

害を賠償する責任（以下「損害賠償責任」とい

う。）の一部免責に関し必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号。以下「法」という。）第２４３条

の２の７第１項の規定に基づき、東久留米市（以

下「市」という。）の市長、委員会の委員若し

くは委員又は職員（法第２４３条の２の８第３

項の規定による賠償の命令の対象となる者を除

く。以下「市長等」という。）の市に対する損

害を賠償する責任（以下「損害賠償責任」とい

う。）の一部免責に関し必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

第２条 （現行のとおり） 第２条 （略） 

（法第２４３条の２の８第１項の条例で定める

額） 

（法第２４３条の２の７第１項の条例で定める

額） 

第３条 法第２４３条の２の８第１項の条例で定

める額は、市から同項の損害を賠償する責任の

原因となった行為を行った日を含む会計年度に

おいて在職中に支給され、又は支給されるべき

法第２０３条の２第１項若しくは第４項又は第

２０４条第１項若しくは第２項の規定による給

与（扶養手当、住居手当又は通勤手当が支給さ

れている場合には、これらの手当を除く。）の

一会計年度当たりの額に相当する額として総務

省令で定める方法により算定される額に、次の

各号に掲げる市長等の区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める数を乗じて得た額とする。 

第３条 法第２４３条の２の７第１項の条例で定

める額は、市から同項の損害を賠償する責任の

原因となった行為を行った日を含む会計年度に

おいて在職中に支給され、又は支給されるべき

法第２０３条の２第１項若しくは第４項又は第

２０４条第１項若しくは第２項の規定による給

与（扶養手当、住居手当又は通勤手当が支給さ

れている場合には、これらの手当を除く。）の

一会計年度当たりの額に相当する額として総務

省令で定める方法により算定される額に、次の

各号に掲げる市長等の区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める数を乗じて得た額とする。 

（１）から（４）まで （現行のとおり） （１）から（４）まで （略） 

 



議案第５４号 

 

東久留米市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

  令和８年６月４日提出 

 

東久留米市長 富 田 竜 馬 

 

東久留米市介護保険条例の一部を改正する条例 

東久留米市介護保険条例（平成１２年東久留米市条例第２２号）の一部を次のように改正

する。 

付則第１２条の次に次の１条を加える。 

（令和８年度の保険料の減免に関する特例） 

第１３条 市長は、第１５条第１項第５号の規定による減免のうち、別に定める基準に該当

する場合には、令和８年度の保険料の減免に限り、同条第２項の規定による申請書の提出

があったものとみなすことができる。 

付 則 

この条例は、令和８年７月１日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

令和８年度の介護保険料に係る特例減免について、申請によることなく実施するため、規

定を整備する必要がある。 

 



東久留米市介護保険条例新旧対照表 

改正案 現 行 

第１条から第２４条まで （現行のとおり） 第１条から第２４条まで （略） 

付 則 付 則 

第１条から第１２条まで （現行のとおり） 第１条から第１２条まで （略） 

（令和８年度の保険料の減免に関する特例）  

第１３条 市長は、第１５条第１項第５号の規定

による減免のうち、別に定める基準に該当する

場合には、令和８年度の保険料の減免に限り、

同条第２項の規定による申請書の提出があった

ものとみなすことができる。 

 

 



議案第５５号 

 

東久留米市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

  令和８年６月４日提出 

 

東久留米市長 富 田 竜 馬 

 

東久留米市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

東久留米市国民健康保険税条例（平成２０年東久留米市条例第１１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

付則第１５項の見出し中「以降」を「から令和７年度まで」に改め、同項中「当分の間、」

を削り、「以降」を「から令和７年度まで」に改める。 

付則第１５項の次に次の１項を加える。 

（令和８年度以降の国民健康保険税の減免の特例） 

１６ 当分の間、令和８年度以降の第３条、第７条及び第１４条の２に規定する所得割額

に対する第３１条第２項による国民健康保険税の減免については、同項中「該当する者

（資格取得日の属する月以後２年を経過する月までの間に限る。）」とあるのは、「該

当する者」とする。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年７月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の東久留米市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後の

年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税について

は、なお従前の例による。 

 

 

（提案理由） 

 世帯主が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該者の被扶養者

であった者が国民健康保険の被保険者となり、新たに保険料を負担することとなることに

対する激変緩和措置を図るため及び子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和

６年法律第４７号）の施行に伴い、国民健康保険税の減免について規定を整備する必要が

ある。 



東久留米市国民健康保険税条例新旧対照表 

改正案 現 行 

第１条から第３３条まで （現行のとおり） 第１条から第３３条まで （略） 

付 則 付 則 

１から１４まで （現行のとおり） １から１４まで （略） 

 （平成３１年度から令和７年度までの国民健康

保険税の減免の特例） 

１５ 平成３１年度から令和７年度までの第３条

及び第７条に規定する所得割額に対する第３１

条第２項による国民健康保険税の減免について

は、同項中「該当する者（資格取得日の属する

月以後２年を経過する月までの間に限る。）」

とあるのは、「該当する者」とする。 

 （平成３１年度以降の国民健康保険税の減免の

特例） 

１５ 当分の間、平成３１年度以降の第３条及び

第７条に規定する所得割額に対する第３１条第

２項による国民健康保険税の減免については、

同項中「該当する者（資格取得日の属する月以

後２年を経過する月までの間に限る。）」とあ

るのは、「該当する者」とする。 

（令和８年度以降の国民健康保険税の減免の特

例） 

１６ 当分の間、令和８年度以降の第３条、第７

条及び第１４条の２に規定する所得割額に対す

る第３１条第２項による国民健康保険税の減免

については、同項中「該当する者（資格取得日

の属する月以後２年を経過する月までの間に限

る。）」とあるのは、「該当する者」とする。 

 

 



議案第５６号 

 

東久留米市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

の一部を改正する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

  令和８年６月４日提出 

 

東久留米市長 富 田 竜 馬 

 

   東久留米市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例

の一部を改正する条例 

東久留米市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例（平

成２７年東久留米市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

別表備考第５号中「第５条の４第６項、第５条の４の２第６項」を「第５条の４第５項」

に改める。 

付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年９月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表の規定は、令和８年９月以降の月分の利用者負担額等に

ついて適用し、同月前の月分の利用者負担額等については、なお従前の例による。 

 

 

（提案理由） 

 地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）の施行に伴い、規定を整備す

る必要がある。 



東久留米市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例新旧対照表 

改正案 現 行 

第１条から第６条まで （現行のとおり） 第１条から第６条まで （略） 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

（現行のとおり） （略） 

備考 備考 

１から４まで （現行のとおり） １から４まで （略） 

５ この表において「均等割額」とは、地方

税法第２９２条第１項第１号に規定する均

等割の額をいい、「所得割額」とは、同項

第２号に規定する所得割（所得割を計算す

る場合は、同法第３１４条の７、第３１４

条の８及び第３１４条の９並びに同法附則

第５条第３項、第５条の４第５項、第５条

の５第２項、第７条の２第４項及び第５項、

第７条の３第２項並びに第４５条の規定は

適用しないものとする。）の額をいう。な

お、同法第３２３条に規定する市町村民税

の減免があった場合は、その額を所得割額

又は均等割額から順次控除して得た額を所

得割額又は均等割額とする。 

５ この表において「均等割額」とは、地方

税法第２９２条第１項第１号に規定する均

等割の額をいい、「所得割額」とは、同項

第２号に規定する所得割（所得割を計算す

る場合は、同法第３１４条の７、第３１４

条の８及び第３１４条の９並びに同法附則

第５条第３項、第５条の４第６項、第５条

の４の２第６項、第５条の５第２項、第７

条の２第４項及び第５項、第７条の３第２

項並びに第４５条の規定は適用しないもの

とする。）の額をいう。なお、同法第３２

３条に規定する市町村民税の減免があった

場合は、その額を所得割額又は均等割額か

ら順次控除して得た額を所得割額又は均等

割額とする。 

６及び７ （現行のとおり） ６及び７ （略） 

 



議案第５７号 

 

東久留米市立公園条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和８年６月４日提出  

 

東久留米市長 富 田 竜 馬 

 

東久留米市立公園条例の一部を改正する条例 

東久留米市立公園条例（令和８年東久留米市条例第１１号）の一部を次のように改正す

る。 

 別表第１中 

「 

前沢第７緑地 〃    前沢三丁目１１４４番１１ 

                                」を 

「 

前沢第７緑地 

南沢第１６緑地 

〃    前沢三丁目１１４４番１１ 

〃    南沢四丁目１２０番３４ 

                                」に改める。 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

市立公園の設置に伴い、規定を整備する必要がある。 



東久留米市立公園条例新旧対照表 

改正案 現 行 

第１条から第３２条まで （現行のとおり） 第１条から第３２条まで （略） 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

都市公園 都市公園 

公園の名称 位置 

前沢南公園の項から南沢第１５緑地の項まで  

（現行のとおり） 

前沢第７緑地 〃前沢三丁目１１４４番１１ 

南沢第１６緑地 〃南沢四丁目１２０番３４ 
 

公園の名称 位置 

前沢南公園の項から南沢第１５緑地の項まで 

（略） 

前沢第７緑地 〃前沢三丁目１１４４番１１ 
 

別表第２から別表第４まで （現行のとおり） 別表第２から別表第４まで （略） 

 



議案第５８号 

 

   東久留米市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 上記の議案を提出する。 

 

  令和８年６月４日提出 

 

                     東久留米市長 富 田 竜 馬 

 

   東久留米市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 東久留米市下水道事業の設置等に関する条例（令和元年東久留米市条例第２８号）の一部

を次のように改正する。 

 第６条中「第２４３条の２の８第８項」を「第２４３条の２の９第８項」に改める。 

   付 則 

 この条例は、令和８年９月２４日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

 地方自治法の一部を改正する法律（令和６年法律第６５号）の施行に伴い、規定を整備す

る必要がある。 

 



東久留米市下水道事業の設置等に関する条例新旧対照表 

改正案 現 行 

第１条から第５条まで （現行のとおり） 第１条から第５条まで （略） 

（議会の同意を要する賠償責任の免除） （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第６条 法第３４条において準用する地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２の

９第８項の規定により下水道事業の業務に従事

する職員の賠償責任の免除については、議会の

同意を得なければならない。 

第６条 法第３４条において準用する地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２の

８第８項の規定により下水道事業の業務に従事

する職員の賠償責任の免除については、議会の

同意を得なければならない。 

第７条から第９条まで （現行のとおり） 第７条から第９条まで （略） 

 



議案第５９号

令 和 ８ 年 度 東 久 留 米 市 一 般 会 計 補 正 予 算



令和８年度東久留米市一般会計補正予算（第３号）

　令和８年度東久留米市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。

 （歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，０２２，７８４千円を追加し、

　歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５５，２２５，０３１千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

　歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

令和８年６月４日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　東久留米市長　　富 田　竜 馬
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令和８年度東久留米市一般会計歳入歳出補正予算事項別明細書
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1
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業収入
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１４款　国庫支出金　～　２０款　諸収入
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計 821,071

　

89,800 910,

源

871 0 0 0 89,8

　

00 0

内

　８

　

款 土木費 　４項 都市計

訳

画費

補　正　額　の　

目

財　源　内　訳

目 補正

補

前の額 補　正　額 計 特

正

　　　定　　　財　　

前

　源
一般財源

国庫支出

の

金 都支出金 地　方　債

額

そ　の　他

補

1 都市計画

　

総 881,299 0 8

正

81,299 4,91

　

2 △4,912

額

務費

計

4

特

,912 △4,912

　　　定　

計 2,128,

　

628 0 2,128,

　

628 0 0 0 4,91

財

2 △4,912

　　　源
一般財源

国庫支出金 都支出金 地　方　債 そ　の　他

- 16 -



 

位

1

：

6 公 有 財 産 25,30

 

0

購 入 費

千

21 補

円

償、補填 600

）

及び賠償金

節
説　　　　

  2 都道東京所

　

沢線（第4号）歩道整

　

備受託事業（道路計画

　

 89,800

　

    

　

課）

　　　旅費 23

　

明

　　　職員普通旅費 2

区

3

　　　需用費 442

　

　　　　消耗品費 34

　

7

　　　　図書購入・

　

新聞購入費等 95

　　

分

　役務費 35

　　　　

金

通信運搬費 35

　　　

　

委託料 63,400

　

　

　　　物件補償調査委

　

託 48,861

　　　

額

　測量等委託 4,910

　　　　不動産鑑定委託 8,679

　　　　土壌汚染状況調査委託 950

　　　公有財

8

産購入費 25,300

旅

　　　　土地購入費 2

費

5,300

　　　補償

2

、補填及び賠償金 60

3

0

　　　　補償金 600

（単位： 千円）

節
説　　　　　　　　　明

区　　　分 金　　　額

1

  1 職

0

員人件費

    財源

需

更正

用 費

- 17 -

4

　８款　土木費

42

11 役 務 費 35

（

1

単

2 委 託 料 63,400



4 スポーツセ 203,102 28,380 231,482 28,380

１

ンター費

０

28,380

款 教育費 　５

計 401,67

項

3 28,380 430

保

,053 0 0 0 0 28

健

,380

体育費

補　正　額　の　財　源　内　訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源
一般財源

国庫支出金 都支出金 地　方　債 そ　の　他

- 18 -



 

位：

  1 スポーツセ

 

ンター管理運営事業（

千

生涯学習課） 28,3

円

80

　　　補償、補填

）

及び賠償金 28,38

節

0

　　　　指定管理者

説

営業補償金 28,38

　

0

　

-

　

 19 -

１０款　教

　

育費

　　　　　明

区　　　分 金　　　額

21 補償、補填 28,380

及び賠償金

（単



- 

　当
人 千円 千円 千円

補 正 後 540 1,269,631 2,279,412 2,721,830
(       5 )

補 正 前 540 1,266,140 2,279,412 2,720,938
(       5 )

比 較 3,4

2

91 892
(        )

区   分 扶 養 手 当 地 域 手 当 時間外勤務手当

千円 千円 千円

補　正　後 47,624 331,825 203,639

職員手当の内訳

補　正　前 47,624 331,825 203,639

比　

0

　較

区   分 特 殊 勤 務 手 当 通 勤 手 当 特 例 一 時 金

千円 千円 千円

補　正　後 330 46,287

職員手当の内訳

補　正　前 330 46,287

比　　較

給　 与　 費   

 -

１　一　般　職

（１） 総   括

給　　　　　　　　与
区 分 職 員 数

報　 　　酬 給　　　料 職　員　手



- 

千円

6,270,873 1,071,628 7,342,501 会計年度任用職員981人（外書き）

6,266,490 1,071,628 7,338,118 会計年度任用職員979人（外書き）

4,383 4,383

2

※　期末勤勉手当には、会計年度任用職員に対する期末勤勉手当を含む。

休 日 勤 務 手 当 夜 間 勤 務 手 当 期 末 勤 勉 手 当 管 理 職 手 当

千円 千円 千円 千円

10,003 868 1,562,956 43,995

10,003 868 1,5

1

62,064 43,995

892

住 居 手 当 児 童 手 当 退 職 負 担 金 特 別 退 職 負 担 金

千円 千円 千円 千円

13,500 40,080 386,035 34,688

13,500 40,080 386,035 34,688

明 　細 　書

 

 

＊　

-

職員数の（ ）内は、再任用短時間勤務職員（外書き）

費
共　　済　　費 合 　計 備　 　　　　考

計
千円 千円



（２）　給料及び職員手当の増減額の明細

増減額 増減事由別内訳

（千円） （千円）

給　料 0
給与改定に
伴う増減分

普通昇給に
伴う増減分

昇給期間短縮に
伴う増減分

その他の
増減分

職員手当 892
制度改正に
伴う増減分

その他の
増減分

892
会計年度任用職員
期末勤勉手当

892
生活保護事業（追加給付分）
による増

0

0

0

区　分 説　　明 備　　考

0

0

- 22 -



議案第６０号

令和８年度東久留米市後期高齢者医療特別会計補正予算



令和８年度東久留米市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

　令和８年度東久留米市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定

めるところによる。

 （歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，８４８千円を追加し、歳入歳

　出予算の総額を歳入歳出それぞれ４，３３４，６２６千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

　歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

令和８年６月４日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　東久留米市長　　富 田　竜 馬

- 2 -



第１ 補

2,076,176 1

正

,848 2,078,024

歳　　　　　 入　　　　　 合　　　　　 計 4,332,778 1,848 4,334,626

表

歳　入

款 項 補正前の額

　

補　正　額 計

千円 千円

歳

千円

- 3 -

入

2 繰入金 2,0

歳

76,176 1,84

出

8 2,078,024

予算

1 他会計繰入金



出

款

歳　　　　　 出

項

　　　　　 合　　　

補

　　 計 4,332,

正

778 1,848 4,

前

334,626

の額 補　正　額 計

千円 千円 千円

- 4 -

1 総務費 83,531 1,848 85,379

1 総務管理

歳

費 80,769 1,8

　

48 82,617



令和８年度東久留米市後期高齢者医療特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書



 



歳入 別

歳　　

明

　　　　入　　　　　

細

　合　　　　　　計 4

書

,332,778 1,

1

848 4,334,6

 

26

総　括

歳

（歳　入

出

）

款 補正前の額 補　正

補

　額 計

千円 千円 千

正

円 

- 7

予

 -

2 繰入

算

金 2,076,176

事

1,848 2,078

項

,024



出

　　　計 4,332,

）

778 1,848 4,

款

334,626

補正前の額 補　正　額 計

千円 千円 千円 

- 8 -

1 総務費 83,531 1,848 85,379

（歳

歳　　　　　　出

　

　　　　　　合　　　



補　

0 0 0 1,848

正

0

　

0 0 0 1

額

,848 0

- 9 -

　の　財　源　内　訳

特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源 一　般　財　源
 国 庫 支 出 金 都 支 出 金 地　　方　　債 そ　　の　　他

千円 千円 千円 千円 千円 



２ 

計 2,076,176 1,848 2,0

２

78,024

款 繰入金

１項

歳

他会計繰入金

目 補正前

　

の額 補　正　額 計

千円

入

 千円 千円 

- 10 -

 1 一般会計繰入金 2,076,176 1,848 2,078,024



　

療特別会計

　　　　　　　明
区　　　分 金　　　額

千円 千円 

 6 職員給与費等 1,848  職員給与費等繰入金 1,848

節

繰入金

説

- 

　

11 -

後期高齢者医



３ 

2 -

1 一般管理費 80,769 1,848 82,617 1,848 0

1,848 0

歳

　１款

計 80,769 1,

総

848 82,617 0

務

0 0 1,848 0

費 　１項 総

　

務管理費

補　正　額　

出

の　財　源　内　訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源
一般財源

国庫支出金 都支出金 地　方　債 そ　の　他

- 1



 

位

費 1,848

： 

- 

千

13 -

後期高齢者医

円

療特別会計

）

節
説　　　　　　　　　明

区　　　分 金　　　額

11 役 務 費 1,848

  2 一般管理費 1,84

（

8

　　　役務費 1,8

単

48

　　　　通信運搬



 



議案第６１号

令和８年度東久留米市介護保険特別会計補正予算



令和８年度東久留米市介護保険特別会計補正予算（第１号）

　令和８年度東久留米市の介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めると

ころによる。

 （歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額を増減なしとし、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

　ぞれ１２，２６５，１６０千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

　歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

令和８年６月４日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　東久留米市長　　富 田　竜 馬

- 2 -



第１ 補

入金 2,002,89

正

7 △874 2,002,023

2 基金繰入金 410,999 △6,798 404,201

7 諸収入 605 7,672 8,277

表

歳

1 延滞金

　

、加算金及び過 300

入

680 980

款

料

項 補

2 雑入 305 6,

正

992 7,297

前の

歳　　　　　 入

額

　　　　　 合　　　

　

補

　　 計 12,265

　

,160 0 12,26

正

5,160

　額 計

千円 千円

歳

千円

- 3 -

入

6 繰入金 2,4

歳

13,896 △7,6

出

72 2,406,22

予

4

算

1 一般会計繰



 



令和８年度東久留米市介護保険特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書



 



歳入 別

7 諸収入

明

605 7,672 8,

細

277

書

歳　　　

1

　　　入　　　　　　

 

合　　　　　　計 12

総

,265,160 0 1

　

2,265,160

括

歳

（歳　入

出

）

款 補正前の額 補　正

補

　額 計

千円 千円 千

正

円 

- 7

予

 -

6 繰入

算

金 2,413,896

事

△7,672 2,40

項

6,224



２ 

計 2,002,897 △874 2,00

６

2,023

款

６款 繰入金

２項 基

繰

金繰入金

 

入

1 介護給付費準備基金

金

繰入金 410,999

１

△6,798 404,

項

201

歳

一般

計 410,

会

999 △6,798 4

計

04,201

繰

７款 諸収入

１項

入

延滞金、加算金及び過

金

料

 2 不正

目

利得加算金 0 680 6

補

80

正

　

前

計 300 68

の

0 980

額

７款 諸収入

２項 雑入

補

 1 雑入 2

　

1 3

正

 2 返納金 3 6

　

,991 6,994

額 計

千

計 305 6,992

入

円

7,297

 千円 千円 

- 8 -

 1 介護給付費繰入金 1,409,578 △874 1,408,704



　

準 △6,798  介護

　

給付費準備基金繰入金

　

△6,798

　

備基金繰入金

　　

 

　

1 不正利得加算 680

　

 不正利得加算金 68

明

0

金

区　

 

　

1 雑入 1  不当利得返

　

還金利息分 1

分

 1 返納金

金

6,991  不正利得

　

返還金 1,700

　

 不当利得返還金

　

5,291

額

-

千

 9 -

介護保険特別

円

会計

 千円 

 1 介護給付費繰 △874  介護給付費繰入金 △874

入金

節
説　

 1 介護給付費



 


